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はじめに 

  「ともに生きる社会かながわ憲章」では、すべての人のいのちを大切にし、誰もがそ

の人らしく暮らすことのできる地域社会を実現し、社会への参加を妨げるあらゆる壁、

いかなる偏見や差別も排除すると示されています。しかし、新型コロナウイルス感染症

の流行により、偏見や差別、虐待、貧困など心配な状況の中で生活をしている子どもた

ちの報道を耳にするようになりました。 

新型コロナウイルス感染症の感染防止対策として「新しい生活様式」が求められ、

教育活動において教員は様々な工夫や対策を手探りで進めながら、子どもたちの安

心・安全な学校生活や学習活動を支えています。しかし、現状として多くの子どもたち

がストレスを感じながら学校生活を過ごしていることが懸念されます。 

子どもたちは、いつの時代にあっても、常に大きな可能性に満ちた存在です。すべて

の子どもたちが以前のような笑顔になり、安心して育つ環境や自立できる社会を大人

が作るには、今こそ学校、家庭、地域が一つになって取り組むことが大切です。 その一

つとして、校長のリーダーシップのもと、校内支援体制の充実とその核となる教育相談

コーディネーターの活躍が期待されています。 

私たち教員には、子どもたち一人ひとりの個別の支援とともに、すべての子どもが同

じ場で学ぶための授業づくり、学級づくり、学校づくりを学校全体で進めていく「インク

ルーシブ教育の推進」が求められています。そのためには、子どもの困りの背景を理解

し支援するための知識や技能を高める日々の研鑽が必要です。  

この度、毎年度最新の情報等を盛り込みつつ改訂を重ねて発行しておりました冊子

「支援を必要とする児童・生徒の教育のために」を、教育相談コーディネーターの活動

にさらに役立つように構成や内容を見直しました。教育相談コーディネーターをはじめ、

校内支援体制に関わるすべての人にお読みいただき、本冊子が子どもたちへの支援

や指導の一助になることを願っています。 

 

令和３年３月  

神奈川県立総合教育センター 

 所長 田中 俊穂 
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Ⅰ 基礎編  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 神奈川の支援教育 
 
 
 
 
 
 

子どもたちの表 面的な言動に、ともすると大人 は目を向けがちですが、子どもの内面

にある思 いや願 いへの理 解 をもっと深 める必 要 があります。 また、子 どもたちは、乳 幼

児から小・中・高校 生と成長していくに従い、まわりの人たちや社 会とのかかわりを通し

て、自分 づくりをしていきます。その過 程で、多くの課題に直面し、様々な悩みをもちなが

ら、自らを見つめ直していくものです。 こうした過程は、子どもたちにとって自然なことで

あり、それを乗り越えて、 自分らしく生きる力を培うことに対する支援が、周囲の大人に

は求められているのです。 

                     かながわ教育ビジョン 令和元年１０月一部改定より抜粋 
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「支援教育」とは 

 

 

 

対象は 

 

 

教 育 的 ニ ー ズ と

は 

 

 

 

 

 

「 支 援 教 育 」 の

特徴 

 

 

 

 

 

 

 
神 奈 川 県 教 育 委 員

会  平 成 ２ ０ 年 ３ 月  

支 援 教 育 はこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「支援教育」とは、様々な課題を抱えた子どもたち一人ひとりのニーズに

適 切 に対 応 していくことを「学 校 教 育 」の根 幹 に据 えて、神 奈 川 県 が取 り

組んでいる教育のことです。 

 

「支 援 教 育 」の対 象 の子 どもは、障 害 の有 無にかかわらず、全 ての子ど

もたちです。 

 

子どもたちは、「授業が分からない」「みんなが自分のことを分かってくれ

ない」など様 々な悩 みや課 題 を抱 えるとともに、その解 決 に向 けて自 分 自

身の力で何とかしようと努力しています。このような子どもたち一人ひとりの

持つ独自の課題が、その子どもの「教育的ニーズ」です。学校教育では、こ

うした子どもたちの努力について、直接間接を問わず、その子どもたちに合

った方法で働きかけをしていくことが必要です。 

 

神 奈 川 の「支 援 教 育 」は、特 別 支 援 教 育 も支 援 教 育 の一 部 とし、障 害

の有無にかかわらず支 援するとしていることが特徴で、子どもたちの抱 える

多 様 な教 育 的 ニーズに適 切 に対 応 することを目 指 した教 育 理 念 と言 えま

す。 

 

 

 

神奈川の支援教育 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）神奈川の「支援教育」 

支援を必要としているのは… 

 上の図のように、障害の有無にかかわらず、自分一人で解決できない課題を抱えて困っている子

どもはすべて支 援を必 要 としています。それぞれが支援を求めているときに、優 先的 に適 切な支援

をすることが必要です。 

特別支援教育とは 

障害のある児童・生徒等一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な教育的支援を行う教育 



 

3 

 

 

特別支援教育について 

 

・特別支援教育の推進について（通知） 

この通知は、平成１９年４月１日に、特別支援教育を一層推進させることを目的として

文部科学省の初等中等教育局長名で出されました。 

ここでは、特別支援教育の理念を｢障害 のある幼児児童 生徒の自 立 や社会参加に

向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的

ニーズを把握し、その持 てる力 を高 め、生 活 や学習 上の困難 を改 善 又は克服 するため、

適 切な指 導 及び必 要な支 援を行 う｣としています。また､｢知 的な遅 れのない発 達 障害

も含 めて､特 別 な支 援 を必 要 とする幼 児 児 童 生 徒 が在 籍 する全 ての学 校 において実

施 される｣とし｢我 が国 の現 在 及 び将 来 の社 会 にとって重 要 な意 味 を持 っている｣とも

述べています。 

※文 部 科 学 省  平 成 １９年 ４月 ｢特 別 支 援 教 育 の推 進 について（通 知 ）｣ を基 に作 成  

 

・高等学校における特別支援教育の推進について～高等学校ワーキング･グループ報告～ 

高等学校における発達障害のある生徒への対応については、平成２１年「特別支援

教 育 の推 進 に関する調 査 研 究 協 力 者 会 議 」の下に置 かれた高 等 学 校 ワーキング･グ

ループから、高 等 学 校 における特 別 支 援 教 育 の充 実 方 策 について、発 達 障 害 のある

生 徒 に対 する配 慮 や支 援 は、小 ･中 学 校 に比 べ相 対 的 に遅 れが見 られるとし、「高 等

学 校 における特 別 支 援 教 育 の必 要 性 」「高 等 学 校 における特 別 支 援 教 育 体 制 の充

実強化」｢発達障害のある生徒への指導･支援の充実｣「高等学校入学試験における

配慮や支援等｣｢キャリア教育･就労支援等｣の提言がまとめられました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※文 部 科 学 省  平 成 ２１年 ８月  ｢高 等 学 校 における特 別 支 援 教 育 の推 進 について～高 等

学 校 ワーキング・グループ報 告 ～｣を基 に作 成  

平成23年から大学入試センター試験における受験特別措置に発達障害が加え

られるようになりました。診断書及び状況報告・意見書などを提出し、申請を行

い、必要が認められれば、試験時間の延長、チェック解答 、拡大文字問題冊子

の配付 、注意事項等の文書による伝達、別室の設定等の措置がとられるように

なりました。 

※大学入試センター「令和２年度大学入学選抜 大学入試センター試験 受験上の配慮案

内〔障害等のある方への配慮案内〕｣を基に作成 
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神奈川のインクルーシブ教育推進のための取組  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かながわのインクルーシブ 

教 育 の推 進 はこちら 

 

 
 

 

 

                                                          

 

 

 

神 奈 川 のインクル

ーシブ教育とは 

 

共生社会とは 

 

 

 

 

 

神 奈 川 のインクルーシブ教 育とは、共 生 社 会の実 現に向け、すべての子

どもが、できるだけ同じ場で共に学び共に育つ教育のことです。 

 

障 害 の有 無にかかわらず、女 性 も男 性 も、高 齢 者 も若 者 も、すべての人

がお互いの人 権 や尊 厳 を大 切にし、支 え合い、誰 もが生き生きとした人 生

を送 ることができる社 会 を「共 生 社 会 」といいます。この「共 生 社 会 」の実

現のために、神奈川のインクルーシブ教育に取り組むことになります。 

インクルーシブ教

育の社会的背景 

 

 

 

インクルーシブ教

育システムとは 

 

 

 

平成２６年１月に「障害者の権利に関する条約 」を批准したことを受け、

これからはインクルーシブな学 校づくりに向けて、障 害 の有 無にかかわらず

共に学ぶための環境 や教育システムを整 備し、子どものニーズに応じた多

様な学びの場を用意していくことが求められます。 

 

インクルーシブ教 育 システムとは、障 害 のある者 と障 害 のない者 が共 に

学 ぶ仕 組 みのことをいいます。障 害 のある者 が一 般 的 な教 育 制 度 から排

除 されないこと、自 己 の生 活 する地 域 において初 等 中 等 教 育 の機 会 が与

えられること、個 人 に必 要 な「合 理 的 配 慮 」が提 供 される等 が必 要 とされ

ています。  

（２）神奈川のインクルーシブ教育 

平成２５年８月 神奈川の教育を考える調査会（最終まとめ）より 

 ３ 特別支援教育 

（１）インクルーシブ教育の推進 

 ア インクルーシブの視点による教育の推進 

  ・小・中学校から高校まで連続した「多様な学びの場」を通じた特別支援教育の推進  

  ・障害のある児童・生徒が通常の学級で共に学びやすくする環境づくり 

 イ より効果的な特別支援教育のしくみづくり 

  ・インクルーシブの視点に立った、より社会性を育む環境づくり 

  ・インクルーシブ教育を担う、教職員の資質・能力や専門性の向上  

（２）地域における自立促進のしくみづくり 

①   できるだけ地域の学校で学ぶためのしくみづくり 

②   できるだけ通常の学級で学ぶためのしくみづくり 

③   できるだけ高校で学ぶためのしくみづくり 

④   多様な教育の場の整備 

⑤   地域で共に生きるしくみづくり 



 

5 

 

 

※『文 部 科 学 省  平 成 ２４年 ７月  共 生 社 会 の形 成 に向 けたインクルーシブ教 育 システム構 築 のための特 別 支 援

教 育 の推 進 （報 告 ）概 要 』、『国 立 特 別 支 援 教 育 総 合 研 究 所  平 成 ２５年 ３月  インクルーシブ教 育 システム

の構 築 に向 けた特 別 な支 援 を必 要 とする児 童 生 徒 への配 慮 や特 別 な指 導 に関 する研 究  －具 体 的 な配 慮 と

運 用 に関 する参 考 事 例 －』を基 に作 成  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「 基 礎 的 環 境 整

備」とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「合 理 的 配 慮 」と

は 

 

 

 

 

 

 

 

「 合 理 的 配 慮 」 の

基 礎 となるものであっ

て、障 害 のある子 ども

に 対 す る 支 援 に つ い

て、法 令 に基 づき又 は

財 政 措 置 等 により、国

は 全 国 規 模 で 、 都 道

府 県 は各 都 道 府 県 内

で 、 市 町 村 は 各 市 町

村 内 で、それぞれ行 う

環境整備のことです。 

 

 

障 害 のある子 どもが、他 の子 どもと平 等 に「教 育 を受 ける権 利 」を享

有 ・行 使 することを確 保 するために、学 校 の設 置 者 及 び学 校 が必 要 かつ

適当な変 更・調 整を行 うことです。学校 の設 置 者及び学校に対して、体制

面 、財 政 面 において均 衡 を失 した又 は過 度 の負 担 を課 さないものとしま

す。なお、障 害 者 の権 利 に関 する条 約 において、｢合 理 的 配 慮 ｣の否 定 は、

障 害 を理 由 とする差 別 に含 まれるとされていることに留 意 する必 要 があり

ます。 

「合理的 配慮」は、「基 礎的環 境整備 」を基に個別に決定されるもので

あり、それぞれの学校における「基礎的環境 整 備」の状況により、提供 され

る「合理的配慮」は異なります。 

  「基礎的環境整備」の具体例       「合理的配慮」の具体例 
   ●ネットワークの形 成 ・連 続 性 のある多 様 な 

学 びの場 の活 用  

 ・通 級 指 導 教 室 、特 別 支 援 学 級 の設 置  

 ・特 別 支 援 学 校 のセンター的 機 能 の活 用 など 

●専 門 性 のある指 導 体 制 の確 保  

 ・専 門 家 チームによる巡 回 相 談 の実 施 など 

●個 別 の教 育 支 援 計 画 や個 別 の指 導 計 画 等

の作 成 等 による指 導  

 ・「児 童 生 徒 理 解 ・支 援 シート」の普 及 など 

●学 習 上 または生 活 上 の困 難 を改 善 、克 服 す

るための配 慮  

   → 別 室 でクールダウンなど 

●学 習 機 会 や体 験 の確 保  

   → 学 習 に興 味 を持 てるような動 機 づけ 

●校 内 環 境 のバリアフリー化  

 → 騒 音 の軽 減 など 

●発 達 や障 害 等 の状 態 及 び特 性 等 に応 じた

指 導 ができる施 設 ・設 備 の配 慮  

 → 掲 示 物 の精 選 など 

国、都道府県、市町村  

による環境整備  

A さんの

ための 

合理的  

配慮  

B さんの

ための 

合理的  

配慮  

 
 

 
 

 
 

 
 

合
理
的
配
慮
の
基
礎 

合
理
的
配
慮 

 
 
 
 
 

と
な
る
環
境
整
備 

（
基
礎
的
環
境
整
備
） 合理的配慮と基礎的環境整備の関係  

※文 部 科 学 省  平 成 ２４年 ２月  中 央 教 育 審 議 会 初 等 中

等 教 育 分 科 会 報 告 を基 に作 成  
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交流及び共同学習について 

 特別支援学校と幼稚園、保育所、認定こども園、小･中･高等学校等との間、また、特別

支 援 学 級 と通 常 の学 級 との間 で「交 流 及 び共 同 学 習 」が行 われています。「交 流 及 び共

同学習」については、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための

特 別 支 援 教 育 の推 進 （報 告 ）」の中 で、「特 別 支 援 学 校 と幼 ・小 ・中 ・高 等 学 校 等 との間

で行 われる交 流 及び共 同学 習については、双 方の学 校における教育 課程に位 置付けたり、

年 間 指 導 計 画 を作 成 したりするなど交 流 及 び共 同 学 習 の更 なる計 画 的 ・組 織 的 な推 進

が必要である。その際、関係する都道府 県教育 委員会、市町 村教育委 員会等との連携 が

重 要である。また、特 別 支 援 学 級と通 常 の学 級 との間 で行われる交 流 及 び共同 学 習につ

いても、各学校において、ねらいを明確にし、教育課程に位置付けたり、年間指導計画を作

成したりするなど計画的・組織的な推進が必要である。」としています。 

 

・特別支援学校 児童･生徒の居住地における交流及び共同学習 

特別支援学校で学ぶ子どもたちは、自立し社会参加することを目指して、専門的な教

育を受けていますが、同 時に居 住する地 域 で豊 かに暮らしていけるようになることが求め

られています。 

そのためには、日 ごろから、居 住 する地 域 の学 校 において、特 別 支 援 学 校 の子 どもと

同年代の子どもたちが行事や授業を共にし、交流を深めておくことは大切なことです。神

奈川県では、これを「居住地交流」と呼んで推進しています。 

居 住 地 交 流 を意 義 あるものにするためには、特 別 支 援 学 校 の担 任 と、交 流 先 の学 級

の担任との間で、十分な情報交換を行うことが重要です。 

 

・特別支援学級 児童･生徒の通常の学級における交流及び共同学習 

小 ･中 学 校 の特 別 支 援 学 級 における教 育 で重 視 したいことは、同 じ学 校 の通 常 の学

級に在籍する子どもたちとの日常的な交流及び共同学習です。 

特 別 支 援 学 級 は、少 人 数 の子 どもたちによって編 成 されており、その学 級 だけでは集

団 活 動 が困 難 な場 合 や、集 団 経 験 が少 なくなってしまう場 合 があります。このため、子 ど

もたちの成長発達に必要な集団活動の場を保障する必要があります。また、特別支援学

級に在 籍する子どもたちの中 には、同 年 齢 の子どもたちと一 定 の時 間 、同 じ場で教 育を

受けた方が、本人の教育的ニーズに応じた指導が展開できる場合もあります。特別支援

学級 に在 籍する子どもとの交流 及 び共 同 学 習 は、日 常 の様 々な場 面 で活 動を共にする

ことが可 能 であり、双 方 の子 どもの教 育 的 ニーズを十 分 把 握 し、校 内 の協 力 体 制 を構

築し、効果的な活動を設定することなどが大切です。 

 

文部科学省 平成３１年３月 交流及び共同学習ガイド はこちら 
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Ⅰ 基礎編  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 教育相談コーディネーターとは 
 
 
 
 
 
 

教 育 的 ニーズがある子 どもたちを支 える教 職 員 や保 護 者 、地 域 の関 係 者 などの支

援者は、それぞれの立 場をいかして協働 を進 め、ケース会 議などチームによる支援 を行

っています。そのチームの中心的存在が教育相談コーディネーターです。 
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    神奈川県教育委員会教育局インクルーシブ教育推進課 

    令和 2 年 6 月 インクルーシブ教育 校内支援体制整備ガイドラインはこちら 

 

 

 

チ ー ム の 中 心 的

存 在 で あ る 教 育

相 談 コーディネー

ター 

 

 

 

 

 

どのように推 進 し

ていくか 

 

 

 

 

連 携 の 窓 口 と し

て 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 相 談 コーディネーターは、子 どもの困 っている状 況 への気 付 きから

支援までをスムーズにつなげるための中心的な存在です。「困っている子」

に関わる様々な人から情報を集め、具 体的支 援をチームで考える上で、大

きな役 割 を果たすことになります。神 奈 川 県 では、「自 らの力 では解 決 する

ことが難しい課題（教育的ニーズ）を抱えている」すべての子どもに適切 な

支援が行える学校教育を目指す「神奈川の支援教育」の考え方に基づき

「教育相談コーディネーター」を小・中・高等学校、中等教育学校、特別支

援学校に配置しています。 

 

チームの中 心 的 な存 在 として、子 ども・担 任 ・保 護 者 のニーズの把 握に

始まり、ケース会議などを通して情 報を共 有し、チームとして効 果的に関わ

れるようコーディネートしていく役割を担います。また、集団づくりや授業にお

ける工 夫 を推 進 したり、教 育 相 談 や校 内 研 修 等 の企 画 運 営 を行 ったりす

ることにより、予防的かつ積極的な支援を推進していきます。 

 

支 援 に必 要 な人 材 や機 関 をつなぐ中 心 的 な存 在 として、状 況 によって

関 係機 関（地 域 の相談 センター、特 別支 援 学 校、児 童相 談 所、主 任 児童

委 員 、民 生 委 員 、医 療 機 関 他 ）との連 携 も行 いながら、より良 い支 援 につ

なげます。 

学 校 における相 談 窓 口 の一 つとして、保 護 者 に対 しても丁 寧 に教 育 相

談を行い、そのニーズを把握することで子どもの理解につなげます。 

 

（１）教育相談コーディネーターの役割 

【校内支援体制づくりにおける教育相談コーディネーターの取組】 
神奈川県立総合教育センター「教育相談コーディネーター養成研修講座」実践報告より 

・子ども、担任、保護者のニーズの把握 

・支援が必要な子どもへの支援（支援シートや個別教育計画の活用を含む） 

・ケース会議の開催 

・周囲の子どもへの支援及び学級づくり、授業づくりの推進 

・保護者との協働 

・関係機関との連携、校種間連携                 等 
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教育相談とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

子 ど も の ニ ー ズ

か ら 支 援 を 考 え

る 

「 困 っ た 子 」 か ら

「 困 っ て い る 子 」

へ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談は､「児童生 徒それぞれの発達に即して､好ましい人間関係を

育 て､生 活 によく適 応させ､自 己 理 解を深 めさせ､人 格 の成 長 への援 助を

図 るもの」であり､決して特 定 の教員 だけが行 う性 質 のものではなく、相 談

室だけで行われるものでもありません。 

教 育 相 談 は主 に個 に焦 点 を当 て､面 接 や演 習 を通 して個 の内 面 の変

容 を図 ろうとするのに対 して、生 徒 指 導 は主 に集 団 に焦 点 を当 て､行 事 や

特 別 活 動 などにおいて､集 団 としての成 果 や変 容 を目 指 し､結 果 として個

の変容を図ります。 

 

子どもたちへの支援は、子どもたちとの関 わりの中で教 員が「どうしてだ

ろう」「困った」と感じること、気付くことから始まります。 

 

例 えば、提 出 物 を出 すことができない子 どもについて考 えてみましょう。

教 員は、子どもに提 出 を促し、家 庭 の協 力 も得られるよう提 出 物 の一 覧 も

個 別 に渡 していました。しかし、当 日 、提 出 物 を出 すことはできませんでし

た。このような時 、「できる限 りのことをしたのに……どうしてかなあ、困 った

なあ」という思 いになるかもしれません。ここで「おかしい」「困 った」と教 員

が感 じることは、「子 どもに何 か困 難 な状 況 があるかもしれない」という大

切な気付きにつながります。   

教 員 が「困 った」と感 じたところは、その子 ども自 身 が「困 っている」とこ

ろです。子どもに対する視点を「困った子」から「困っている子 」へと転 換す

ることは、教 員 や支 援 者 の気 付 きを子 どもへの指 導 ･支 援 にいかすために

大切なことです。 

 

（２）教育相談とは 

「困った子ども」 

「子どもを変える」 

「なぜできない」 

「やる気がない」 

 

「困っている子ども」 

「環境を整える」 

「どうやったらできるか」 

「やり方がわからない」 
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※文部科学省 平成２２年３月 生徒指導提要を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

視点の転換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先ほどの例 では、提 出 できなかったことは指 導 が必 要 ですが、なぜ提出

できなかったのか、何か提 出できない原 因があるのだろうかと、子どもの立

場 に立 って考 えてみることも大 切 です。提 出 物 を計 画 的 に準 備 することが

苦 手 で困っているのかもしれません。あるいは、提 出 すべきものを一 方 的に

友 人 に貸 すよう言 われたまま返 してもらえず、そのことを誰 にも相 談 できず

に困っているのかもしれません。 

「困 った子」から「困っている子」への視 点 の転 換は、子 ども理解 のため

に大 切 なことです。ぜひ、アンテナを高 くして、子 どもの困 っていることを理

解し、わかりやすい授業の工夫や、子どもを取り巻く学校や家庭、地域など

の環境を調整する視点を持って子どもへの支援を進めていきましょう。 

生徒指導と教育相談 

 

生徒 指 導とは、一 人 一 人の児 童 生徒 の人 格を尊重 し、個 性の伸 長を図りながら、社会

的資質や行動力を高めることを目指して行われる教育活動のことです。 

子どもの問題行動に対する指導や、学校・学級の集団全体の安全を守るために管理や

指 導 を行 う部 分 は生 徒 指 導 の領 域 です。一 方 、指 導 を受 けた子 どもにそのことを自 分 の

課題として受け止めさせ、問題がどこにあるのか、今後どのように行動すべきかを主体的に

考えるようにし、行 動につなげようとする部 分は、教育相 談における面 接の技 法や、発 達心

理学、臨床心理学の知見が、指導の効果を高める上でも重要な役割を果たします。 

大事なことは､生徒指導､教育相談の両方において､子どもと教職員との信頼関係があ

ることです｡日ごろから子どもに言 葉をかけたり、授 業、部 活動などでも、子どもが話しやす

い雰 囲 気 づくりをしたりすることで、いつも自 分 のことを気 にかけてくれる、困 った時 には相

談できるという安心感を子どもは持ちます。それは子ども一人ひとりの学校生活の支えとな

ります。 

 

平成２６年１１月 教育相談センターの事例から見た 高校生への 

効果的な特別指導はこちら 

 



 

11 

 

 

 

 

 

                        ※『チーム学校での効果的な援助 

 学校心理学の最前線』 

水野治久 家近早苗 石隈利紀 

2018 ナカニシヤ出版を基に 

作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 次 的 援 助 サー

ビスとは 

 

 

 

 

 

二 次 的 援 助 サー

ビスとは 

 

 

 

 

三 次 的 援 助 サー

ビスとは 

 

 

 

 

 

 

子 どもたちにどのような支 援 が必 要なのかを考 えるとき、学 校 心 理 学 で

説 明 されている３段 階の心 理 教 育 的 援 助 サービスの考 え方 が参 考 になり

ます。 

 

一 次 的 援 助 サービスは、「全 ての子 ども」の援 助 ニーズに応 じる開 発

的・予防 的な活動 です。例えば、入学 時 や進 級 時の学 校生 活 の適 応 への

不 安 など、全 ての子 どもが共 通 して持 つ援 助 ニーズに応 じるため、新 年

度 、丁 寧 にガイダンスを行 ったり、望 ましい人 間 関 係 づくりができるよう構

成 的 グループエンカウンターを取 り入 れたりするなど、担 任らによる日 頃の

教育活動がこれに当たります。 

 

二 次 的 援 助 サービスは、配 慮 を要 する「一 部 の子 ども」のニーズに応 じ

て、一 次 的 援 助 サービスに加 えられる援 助 です。例 えば、友 だちとのことで

つらい出来事があった子どもに対して、学級環 境の調 整（席 や班を決 める

時の配 慮など）を行うことで、子どもの苦 戦していることが、今後大きくなる

のを予防することを目指すものです。 

 

三 次 的 援 助 サービスは、特 別 に個 別 の援 助 を必 要 とする「特 定 の子 ど

も」に対 する援 助 サービスです。例 えば、長 期 欠 席 中 の子 どもや障 害 のあ

る子どもに対して個別の教育計画に基づいた援助を行うなどの活動です。 

このように、子 どもに対 する援 助 を、不 登 校 、いじめなどの行 動 で考 える

のではなく、子どものニーズの程度に応じて３段階に整 理して、支援 を考え

ていきます。 
※『石 隈 ・田 村 式 援 助 シートによる チーム援 助 入 門 －学 校 心 理 学 ・実 践 編 －』 

石 隈 利 紀 ・田 村 節 子  2003 図 書 文 化 社 を基 に作 成  

（３）学校心理学に基づく援助 

三段階の心理教育的援助サービス  
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教育相談コーデ

ィネーターとチー

ム支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育的ニーズがある子どもたちを支える教職員や保護者、地域の関係

者などの支援者は、それぞれの立場をいかして協働を進め、ケース会議な

どチームによる支援を行っています。そのチームの中心的存在が教育相談

コーディネーターです。チーム支援は子どもたちの支援のためにあるのです

が、同時に、苦戦している子どもに関わる教職員、保護者、地域の関係者

などを相互に支える面も持っています。 

様々な支援を実際に行うに当たっては、一人で抱え込まず、チームで役

割を分担し、協働するという支援者の意識の転換が必要です。自分の担

当する子どもの困難な状況について、自分で解決しなければいけない、他

の人に迷惑をかけられないと一人で抱え込む対応により、結果的に子ども

の課題が大きくなってしまうなど、子どもをより困難な状況に置くことになっ

てしまいます。 

教育相談コーディネーターを中心的存在として、チームで相談や支援を

していくことが大切です。 

 

（４）教育相談コーディネーターとチーム支援 

【国の動き】 「特別支援教育コーディネーター」と「教育相談コーディネーター」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
文 部 科 学 省  平 成 ２９年 １月  「児 童 生 徒 の教 育 相  
談 の充 実 について～学 校 の教 育 力 を高 める組 織 的  
な教 育 相 談 体 制 づくり～（報 告 ）」、国 立 特 別 支 援  
教 育 総 合 研 究 所  平 成 １８年 ３月  「特 別 支 援 教 育  
コーディネーター実 践 ガイド」を基 に作 成  

「特別支援教育コーディネーター」 

 

○障害のある児童生徒への適切な支援

のために，関係機関・者間を連絡・  

調整し，協同的に対応できるように

するための役割 

 

○特別支援教育の推進のため、校内委

員 会 の企 画 ・運 営 、保 護 者 からの相 談

窓口などの役割を担う 

「教育相談コーディネーター」 

 

○学校が組織として児童生徒の支援に

対応するため、学校全体の児童生徒

の状況及び支援の状況を一元的に把

握する。 

 

○ 学 校 内 及 び 関 係 機 関 等 と の 連 絡 調

整、ケース会 議の開催 等 児童 生 徒の抱

える問 題 の解 決 に向 けて調 整 役 として

活動する 

 

○目標と役割分担に基づいた支援計画

の進捗状況を確認したり、計画通り

進むよう支援を行ったりする。  
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Ⅰ 基礎編  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 様々な子どもたちへの支援 
 
 
 
 
 
 

神奈川の「支援教育」は、一人ひとりの子どもたちが困っていることを理解し、個々の

教 育 的 ニーズに適 切 に対 応 することを目 指 しています。そのためには、特 性 や困 ってい

る状 況 に合 った支 援 を行 うことが必 要 です。同じような状 態に見 えても、困 っていること

の要 因が違 えば、支援 の方 法も異なります。ここでは、支 援 を考 える手 がかりとなるよう

な基本的な支援や配慮事項についてご紹介します。 
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不登校の定義 

 

 

 

 

不 登 校 は 「 問 題

行動」ではない 

 

 

 

 

 

 

 

 

不登校と社会的 

自立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文部科 学省は、｢不登 校児童 生徒｣を「何らかの心理 的、情 緒的 、身 体

的、あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできな

い状況にあるために年間３０日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理

由による者を除いたもの」と定義しています。 

 

不 登 校 の状 態 にある児 童 ・生 徒 については、平 成 ２８年 １２月 に公 布 さ

れた「義 務 教 育 の段 階 における普 通 教 育 に相 当 する教 育 の機 会 の確 保

等 に関 する法 律 」等 に基 づき適 切 に支 援 を行 うことが求 められています。

小 （中 ）学 校 学 習 指 導 要 領 解 説 の総 則 では留 意 する点 について、「不 登

校 は、取 り巻 く環 境 によっては、どの児 童 （生 徒 ）にも起 こり得 ることとして

捉える必要がある。また、不登校とは、多様な要因・背景により、結果として

不 登校 状 態になっているということであり、その行 為を『問 題 行 動』と判断

してはならない。」と示されています。なお、高 等 学 校 学習 指 導 要 領 解 説の

総則でも、不登校生徒について同様な点が示されています。 

 

不 登 校 の状 態 にある児 童 ・生 徒 については、個 々の状 況 に応 じた支 援

を行 うことが必 要 であり、児 童 ・生 徒 や保 護 者 の意 志 を十 分 に尊 重 しつ

つ、児 童 ・生 徒 が自 らの進 路 を主 体 的 に捉 えて、社 会 的 に自 立 することを

目指す必要があります。 

今 後 も、児 童 ・生 徒 指 導 担 当 者 会 議 や教 育 相 談 コーディネーター会議

等において、教 職 員 やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーに

よる校 内 のチーム支 援 の考 え方 、外 部 資 源 の活 用 等 のノウハウや情 報 を

提供することにより、学校全体で取り組んでいくための教育相談体制の構

築を図っていく必要があります。 

 

神奈 川県 では、平 成１９年度に神奈 川県 不登 校対 策検 討委 員 会を組

織 し、登 校 支 援 のポイントと有 効 な手 立 てについて検 討 してきました。そし

て、平 成 ２３年 （２０１１年 ）５月 に神 奈 川 県 不 登 校 対 策 検 討 委 員 会 報 告

書 【最 終 版 】｢子 ども中 心 の支 援 の実 現  不 登 校 を含 む長 期 欠 席 児 童 ・

生徒数 の減少 不登 校 改善率 の向上を目指して」が出され、今後 の不 登

校 対 策 の方 針 として、「未 然 防 止 」「早 期 発 見 ･早 期 対 応 」「不 登 校 児

童･生徒への登校支援」という３つの柱を挙げました。 

この基本の柱を踏まえ、次に挙げる支援の手立てを考えていきましょう。 
 

令 和 元 年 度 神 奈 川 県 児 童・生 徒 の問 題 行 動 ・ 

不 登 校 等 調 査 はこちら 

（１）不登校の状態にある子どもたちへの支援 
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① 未 然 防 止 「 魅

力 あ る 学 校 づ く

り」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 早 期 発 見 ・ 早

期対応 

 

 

 

 

 

 

③不 登 校 の状 態

にある子 どもたち

への登校支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未 然 防 止 については、各 学 校 が魅 力 ある学 校 づくりに努 めること、子 ど

ものコミュニケーション能力を高めるための指導など、学校内における教育

活動全般を通した取組の充実が必要です。 

学校が行うべき未然防止で重要なことは、第１に「子どもにとって学校を

居 心 地 のよい場 にすること」、第 ２に「嫌 なことを乗 り越 え、つらいことを上

手にしのぐ力(以下 コーピングスキルという)を育 むこと」、第３に「互いに支

え、助け合える関係を学校や学級につくること」です。 

第１については、子どもが自分の学級や学校で「認められている」「自由

に話 せる雰 囲 気 がある」「安 心 していられる」と実 感 できているかどうか、

第 ２については、「社 会 性 」「耐 性 」を育 むことの重 要 性 があげられていま

す。また、第 ３については、まず、一 人 ひとりの子 どもが教 員 に対 して「自 分

を支えてくれている」存 在として信頼を寄 せているか、子ども同 士がお互い

に「支えあう存 在」として信頼し合 えるような関 係を築いているかということ

です。その関 係 をさらに「絆 」として強 め、集 団 を高 めていくことは、教 員 の

役 割 としては大 変 重 要 です。これらの取 組 は、学 校 が行 うべきものであり、

教員にしかできないものです。 

 

休 み始 めの子 どもに対 して、いかに早 期 に対 応 できるかが、新しい不登

校を生まないこと、問題を深刻化させないことに直結します。そのためには、

３日連続の欠席、あるいは月３日以上の欠席に対して、学校全体がどれほ

ど高い意識 を払っているか、初 期 対 応に重きを置いた取 組をしているかが

重 要 です。未 然 防 止 と同 様 に、学 級 担 任 、学 年 の教 員 、養 護 教 諭 、教 育

相 談 コーディネーター、スクールカウンセラーなどのチームによる臨 機 応 変

の素早い動きが求められます。 

 

長期にわたって欠席が継続する子どもに対しては、何よりも「関わり続け

ること」が大 切 であり、「学 校 への抵 抗 を和 らげること」「コーピングスキル

を育 むこと」が必 要 です。また、そのための手 段 として、教 育 支 援 センター

（適 応 指 導 教 室 ）やフリースクールなどでの支 援 、引 きこもりがちの子 ども

には家 庭 訪 問 相 談 の実 施 、状 況 によっては体 験 活 動 への参 加 など、子 ど

もの社 会 的 自 立 に向けて、適 切 な継 続した支 援 が図られるよう、様 々な機

関 等 との連 携 を進 める必 要 があります。特 に、個 々の状 況 に応 じた多様 な

学習の機会や場を提供することが求められます。 

さらに、不 登 校 の子 どもが学 校 生 活 を再 開 する際 には、校 内 の保 健 室

や相談室などのいわゆる「別室」を活用した登校支援の取組も大切です。

各学校では、場所や体 制の工夫をしながら支援に取り組んでいます。休み

がちな子どもを、この「別 室 」での支 援により不 登 校 にならないよう食い止

めている学校の実践もあります。 
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④社 会 的 自 立 に

向けて 

 

 

 

 

近 年 、社 会 構 造 の複 雑 化 によって、子 どもが不 登 校 の状 態 になる要 因

は多様化･複雑化しています。また、子どもの育ってきた環境や価値観は個

人によって異なるので、不登校の子どもに対する支援策を担任一人だけで

考え支援を実践していくことは、非常に難しい状況にあります。そこで、一人

の不 登 校 の子 どもをチームで支 援していくことが必 要 になります。そのため

にケース会 議 でいろいろな意 見 を交 換 し合 いながら、共 通 理 解 を図 り、支

援 の方 向 性 を決 め、チームで役 割 分 担 し、支 援 をしていくことが大 切 にな

るのです。 

不 登 校 の状 態 にある子 どもが、学 校 外 の専 門 機 関 や民 間 団 体 等 で相

談 ・指 導 等 を受けている数 が増 加しています。中 でも、教 育 相 談 機 関 等に

加 えて、病 院 ・診 療 所 等 の医 療 機 関 や、児 童 相 談 所 等 の福 祉 機 関 で相

談・指導 を受けた人 数 が大きく増加しています。発 達に関する相 談 や起立

性 調 節 障 害 等 の診 断 、家 庭 環 境 の課 題 への対 応 など、不 登 校 の状 態 に

ある子どもへの支援が多様化する中、今後も教育と医療・福祉等がより連

携を深め、協働で行うことが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、平成２８年に公布された「義務教育の段階における普通教育に相

当 する教 育 の機 会 の確 保 等に関 する法 律 」では、不 登 校 の状 態 にある子

どもに対する「学校以外の場での多様で適切な学習活動の重要性」が示

され、学 校 が今 後 もフリースクール等との連 携 をより一 層 深 め、一 人ひとり

の社会的自立に向けて協働で支援を行うことが重要です。 

 

起立性調節障害（Orthostatic Dysregulation：ＯＤ） 

 

不登校の状態にある子どもたちの中には、起立性調節障害と診断される場合があります。 

これは、たちくらみ、失 神 、朝 起 き不 良 、倦 怠 感 、動 悸 、頭 痛 などの症 状 を伴 う思 春 期 に好

発する自 律 神 経 機 能 不 全 の一 つです。季 節 や気 候 の変 化、生 活 リズムの乱れ、心 理 社 会的

ストレス等 が発 症 、悪 化において複 雑 に影 響 を及 ぼします。多 彩 な症状 のため診 断 がつかず

治 療 が遅 れることがあり、また本 人 の訴 えでしか判 断 できない症 状 が多 く、午 後 や夜 には元

気になることから怠けや学校嫌いと捉えられる場合もあります。 

保護 者、学校 関係 者がＯＤの発 症 のしくみを十 分に理 解し、医 療 機関 と連携しながら子ど

もを見守る体制が必要です。 
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文 部 科 学 省  平 成 ２５年９月 「いじめ防 止 対 策 推 進 法 」、 

平 成 ２９年 ３月 １４日 最 終 改 定  「いじめの防 止 等 のための基 本 的 な方 針 」、 

平 成 ２９年 ３月 「いじめの重 大 事 態 の調 査 に関 するガイドライン」』を基に作 成  

 

 

          平成２９年１１月改定 神奈川県いじめ防止基本方針  はこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学級集団づくり 

 

 

 

 

 

チームで支える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非 行 ・いじめなど、子 どもたちを巡 る社 会 問 題 は多 様 化 ・複 雑 化 してい

ます。日 頃 から児 童 ・生 徒 の行 動 や人 間 関 係 に注 意 を払 うとともに、一 人

ひとりの違 いを認 め合 い、お互 いを尊 重 する思 いやりのある学 級 集 団 づく

りが必要です。 

 

非 行 やいじめの防 止 に向 けた支 援 として、年 度 当 初 の学 級 活 動 やホー

ムルーム活 動に、構 成 的グループエンカウンターなどのグループワークを取

り入 れて、子 どもたち相 互 の信 頼 関 係 をつくる体 験 的 な活 動 を行 ったり、

教員と児童・生徒がともに考える機会を設けたりして、正しい認識を子ども

に持たせることが必要です。 

 

非行やいじめについては、予兆が見られた時点で早期に状況を把握し、

チームを組 んで解 決 に当 たる必 要 があります。そのためにも担 任 は、日 頃

から子 どもたちに声 をかけるなど、困 った時 にはいつでも相 談 できる信 頼

関係を子どもたちとの間に築いておくとともに､管理職や教育相談コーディ

ネーター、養護教諭、学年の教員、スクールカウンセラー等との日常的な連

携に努めることが重要です。また、保護者との連携を密にし、子育ての悩み

を受け止めながら、家庭と学校の両方から子どもを支援する姿 勢を示 すこ

とが重要です。 

 

（２）非行・いじめの防止に向けた支援 
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児 童 虐 待 が あ っ

たと思われたら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待防止法によれば、児童虐待の場面を目撃していなくても、子ど

もや家 族に関する情報 から児童 虐 待があったと思われる場 合は通 報 の対

象となっています。児童虐待の早期発見には、子どもの心身の状況や不自

然と思われる態度、健康診断等において、日頃から注意を払うとともに、児

童 虐 待 が疑 われる場 合 には管 理 職 と相 談 し、確 証 がない場 合 であっても

速やかに市町村の児童虐待主管課もしくは児童相談所に連絡することが

必要です。 

 

平 成 ３１年 ２月 に「『児 童 虐 待 防 止 対 策 の強 化 に向 けた緊 急 総 合 対

策』の更なる徹底・強化 について」が決定され、これを受けて文部科学省

は、児童虐待に係る情報の管理や学校・教育委員会と児童相談所、警察

等との連携に関する新たなルールを次のとおり定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことは、令 和 元 年 ５月 の「学 校 ・教 育 委 員 会 等 向 け虐 待 対 応 の手

引き」にも明 記され、学 校 や教 育 委員 会 等 の関 係 者が虐 待と疑 われる事

案 については、子どもの命 を守 ることを何 より第一 に捉 え、迷 いなく対 応 に

臨む必要があります。 

 

※厚 生 労 働 省  平 成 19 年 ６月 １日  「児 童 虐 待 の防 止 等 に関 する法 律 」を基 に作 成  

（３）児童虐待への対応 

①   学校等及びその設置者においては、保護者から情報元に関する開示の求めが

あった場合には、情報元を保護者に伝えないこととするとともに、児童相談所

等と連携しながら対応すること 

②   保護者から、学校等及びその設置者に対して威圧的な要求や暴力の行使等が

予測される場合には、速やかに市町村・児童相談所・警察等の関係機関や弁護

士等の専門家と情報共有することとし、関係機関が連携し対応すること 

③   要保護児童等が休業日を除き、引き続き７日以上欠席した場合には、理由の

如何にかかわらず速やかに市町村又は児童相談所に情報提供すること 

子どもを見守るネットワークづくり 

児 童 虐 待 はもちろん非 行 ･いじめの解 決 には、警 察 や児 童 相 談 所 の他 、地 域 の相 談 機 関 や主

任 児 童 委 員 ・民 生 委 員 など地 域 の資 源 との連携 が欠 かせません。要 保護 児 童 対 策 地 域 協 議 会

との連携を図るなど、学校をとりまく地域のネットワークづくりを心掛けなければなりません。また、障

害のある子どもへの虐待については、障害者虐待防止法の適応も考える必要があります。 
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文 部 科 学 省   平 成 ２９年 ３月  発 達 障 害 を含 む障 害 のある 

幼 児 児 童 生 徒 に対 する教 育 支 援 体 制 整 備 ガイドラインはこちら 

 

 

 

※ P２０、２１の障害名はＤＳＭ－５（カッコ内は文部科学省）の名称です。詳細は資料編をご覧

ください。なお、内容については、文部科学省の定義とＤＳＭ－５の診断基準等を基に作成し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①発 達 障 害 のあ

る子 どもたちへの

支援 

 

 

 

 

障 害 のある子 どもたちには、自 立 や社 会 参 加 に向 けた主 体 的 な取 組を

支援するという視点に立ち､子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、そ

の持 てる力 を高 め、生 活 や学 習 上 の困 難 を改 善 または克 服 するため、適

切な指導及び必要な支援を行うことが必要になります。 

また、キャリア教育という視点からライフステージや発達段階に応じ、自ら

その役 割 を果 たそうとする意 識 や、生 活 に必 要 なスキルやコミュニケーショ

ンスキルを身 に付 けさせ、主 体 的 に課 題 を解 決 する力 を養 うなど、指 導 内

容を工夫し、個に応じた継続した指導を実施する必要があります。 

 

発達障害とは、発達障害者支援法によると「自閉症、アスペルガー症候

群 その他 の広 汎 性 発 達 障 害 、学 習 障 害 、注 意 欠 陥 多 動 性 障 害 その他 こ

れに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現す

るものとして政令で定めるもの」と定義されています。 

発達障 害の子どもたちへの支 援は、医療 機関 での診 断や相談機 関・ス

クールカウンセラーなどの判 断 から開 始 されるものではありません。診断 や

判 断 を参 考 にして適 切 な支 援 を行 っていくことは大 切 なことですが、教 室

での生活・学習の場面から、子ども一人ひとりの教育的ニーズを的確に把

握 し、必 要 な支 援 をしていくことがとても大 切 です。支 援 策 には一 人 ひとり

の子 どもたちの特性 や発 達段 階に応じて、特 別 支援 学 校 の地 域 支 援、特

別支援学級、通級指導教室と連携し、望ましい教育環境を整備していくこ

とも含まれます。 

 

※文 部 科 学 省  平 成 １６年 １２月 １０日  「発 達 障 害 者 支 援 法 」を基 に作 成 

（４）障害のある子どもたちへの支援 
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〇限局性学習症

（学習障害）の 

ある子どもたちへ

の支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 注意欠如・ 

多動症（注意欠

陥／多動性障

害）のある子ども

たちへの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習障害（以下ＬＤとする）は、平成１１年に当時の文部省によって、「基

本的には全般的な知 的 発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算

する又 は推 論 する能 力 のうち特 定 のものの習 得 と使 用 に著 しい困 難 を示

す様々な状態を指すものである」と定義されています。ＬＤのある子どもたち

は様々な感覚器官を通 して入ってくる情報を受 け止め、整理し、関係づけ、

表 出 する脳 の情 報 処 理 過 程 のいずれかに十 分 機 能 しないところがあると

考 えられています。そのため、特 定 の学 習 活 動 に困 難 があり、教 科 や単 元

に対する取組にばらつきが見られます。 

支 援 の方 法 として、例 えば、｢書 く｣ことに困 難 がある場 合 は、漢 字 の学

習 は読 めることを優 先 する、書 く分 量 を減 らす、その子 どもが書 きやすいマ

ス目 のノートを用 意 する、レポートや作 文 はパソコン使 用 を認 めるなどが考

えられます。また、教 員 が板 書 事 項 をプリントで渡 したり、大 事 なところだけ

を示 して、書 く量 を減 らしてノートに写 させたりすることなども支 援 となりま

す。このように苦手なところを補う方法を見つけることが大切です。 

 

注 意 欠 陥／多 動 性

障害（以下ＡＤＨＤとす

る）の子どもたちは、不

注意、多動性、衝動性

を中心的な特徴として

います。 

集 中 困 難 や多 動 な

どの状 態 は幼 児 期 か

ら 明 ら か で あ るた め 、

｢発 達の問 題｣として考 えられています。家庭 での育 て方 や環境 の問 題 で、

このような状態になるのではありません。ただし、虐待を受けたことでＡＤＨＤ

のような症状を示す例も報告されており、慎重な背景理解が必要です。 

ＡＤＨＤのある子 どもたちには、環 境 調 整 が有 効 だと言 われています。例

えば教 室 では前 面 の掲 示 物 を減らす、座 席 を前にするなど視 覚 的な刺 激

を減らすことで落ち着いて学習できることが増えてきます。個別指導や少人

数指導の時間を取り入 れることで行動を調整し、教室で過ごせる子どもも

います。 

また、衝 動 的 であったり多 動 であったりする行 動 が、問 題 行 動 と捉 えら

れ、周 囲 の人 から叱 られることが多 くなりがちなので、叱 責 を減 らし、賞 賛

を増 やすことは子 どもを安 定 させることにつながります。ごく当たり前 のこと

でも、できたことをほめることが、子どもの意 欲 を高 めます。症 状を抑 えるた

めに投 薬 を行 っている場 合 があるので、配 慮 すべきことについては保 護 者

と相談する必要があります。 

不注意  

いつもぼんやりしている   

忘 れ 物 、 無 く し 物 が 多 い    

等   

               

衝動性  

思い付くとすぐに行

動する  

順番が待てない 等  

多動性  

じっとしていられない  

最後まで人の話を  

聞けない       等  



 

21 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

    当センターホームページでも、支援教育に関連する刊行物 

がダウンロードができます。 

 

 

〇 自閉スペクト

ラム症（自閉症、

広汎性発達障

害、アスペルガー

症候群、自閉症

スペクトラム、高

機能自閉症）の

ある子どもたちへ

の支援 

 

 

 

 

 

自閉スペクトラム症は、次の二つの特徴をもつ障害で、症状は幼児期早

期から認められ、日々の活動を制限するか障害するものをいいます。 

① 持続する相互的な社会的コミュニケーションや対人的相互反応 

の障害 

② 限定された反復的な行動、興味、または活動 

個 々の障 害 の程 度 は連 続 体 （スペクトラム）であり、区 分 することは難 し

く、知的発達や言語発達の遅れの程度等による分類は廃止されています。 

この子 どもたちは、相 手 の気 持 ちや周 囲 の状 況 、雰 囲 気 を読 みとること

が苦 手 なため、対 人 関 係 をうまく結 ぶことができず、集 団 への不 適 応 を示

すことが多くなります。具体的な支援として、その日の予定や授業の予定 な

ど、見通 しが持てると安 心して取 り組めます。体 育 祭、遠 足といった日 常の

学 校 生 活 と違 う場 面 では、見 通 しが持 ちにくく、不 安 が高 くなる場 合 があ

るので、事 前 に子 どもや保 護 者 と話 し合 い、不 安 を軽 減 することが大 切 で

す。具 体 的 な場 面 でどのように行 動 したり、会 話 を進 めたりしたらよいかを

丁寧に伝えていく必要があります。 

また、感覚（聴覚、味覚、触覚など）の過敏さのある子どももいます。例え

ば、小 さな音 が気になって集 中 できない、特 定の音 が苦 手 、味 や食 感 でど

うしても食べられないものがある、決まった洋服しか着られないなどとして見

られることがあります。そういった子 どもたちには特 性 を理 解 しながら、少 し

ずつ経 験 を広 げることや、刺 激 の軽 減 、困 難 な状 況 になった時 の望 ましい

対 処 方 法 を丁 寧 に教 える、などの支 援 が大 切 です。さらに、多 くの人 が聴

覚情 報よりも視 覚情 報 の方が比較 的理 解しやすいという様に情報 の受け

取り方に偏りがあります。 

その特 性 をいかして活動 できるよう配 慮 すると学 習 活 動 に参 加 しやすく

なります。 

発達性協調運動障害/発達性協調運動症（Developmental Coordination Disorder:DCD） 

極 端 に運 動 が苦 手 だったり不 器 用 だったりする子 どもの中には、発 達 性協 調 運 動 障 害 であ

る場 合 があります。協 調 運 動 技 能 （身 体 のそれぞれの運 動 を同 時 に行 うこと）の獲 得 や遂 行

が、その人 の生 活 年 齢 や技 能 の学 習 及 び使 用 の機 会 に応 じて期 待 されるものよりも明 らかに

劣っており、学 業成 績 または日 常 生活の活 動に困りを有している状 態であり、近 年研 究が深ま

っています。 

本 人 の運 動 の困 難 さを理 解 し、低 くなっている自 尊 心 に寄 り添 い、合 理 的 配 慮 を考 えること

が必要です。 
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②知 的 能 力 障 害

（知 的 障害 ）のあ

る子 どもたちへの

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③言 語 障 害 のあ

る子 どもたちへの

支援 

 

 

 

知 的 障 害 のある子 どもたちの教 育 は、言 語 面 、運 動 面 、認 知 面 などの

発 達 の状 態 や社 会 性 などを十 分 把 握 した上 で、発 達 が総 合 的 に支 援 さ

れるように、個々に応じた計画を立てて指導していく必要があります。 

また、知 的 障 害 のある子 どもたちは、応 用 や般 化 が難 しく、多 くのことを

習 得 することが難 しいので、将 来 の自 立 に向 けて必 要 な内 容 を軸 に指 導

していくことが必 要です。対 人 関 係 や集 団 参 加 のための指 導 、家 庭 生 活・

職 業 生 活 ・社 会 生 活 に必 要 な知 識 、技 能 、態 度 を身 に付 けるための指 導

などを、体験的に繰り返 し学習していきます。また、その際、子どもの実 態に

応じた手立てを考え、スモールステップで指導していくことが重要です。 

なお、通 常 の学 級 との交 流 及 び共 同 学 習 は、円 滑 な集 団 生 活 への参

加 に向 けた学 習 の機 会 ともなります。その際 には、発 達 の違 いがいじめや

差別につながらないような配慮も重要です。 

特 別 支 援 学 校 （知 的 障 害 教 育 部 門 ）では、教 科 別 の指 導 や教 科 等 を

合 わせた指 導 として｢遊 びの指 導 ｣「日 常 生 活 の指 導 」「生 活 単 元 学 習 」

「作業学習」などが行われています。高等部では、教科別指導などに加え、

「作 業 学 習 （木 工 、農 園 芸 、食 品 加 工 、ビルクリーニング等 の作 業 活 動 を

通 して、国 語 、数 学 、職 業 、家 庭 、自 立 活 動 等 の内 容 を合 わせて指 導 す

る）」や、「産 業 現 場 等 における実 習 （卒 業 後 の自 立 と社 会 参 加 に向 けた

作業学習の発展）」などが、現場実習、職場実習として行われています。 

 

言 語 障 害 のある子 どもたちは、発 音 が不 明 瞭 であったり、話 し言 葉 のリ

ズムがスムーズでなかったりするため、話 し言 葉によるコミュニケーションが

円滑に進まない状況になり、そのため本人が引け目を感じるなど社会生活

上不都合な状 態になります。言語障 害のある子 どもたちは、自己の意思 の

表 出 がうまくいかないことで、人 との関 わりが消 極 的 になる場 合 がありま

す。 

構造化 

具体的な支援 方法としてよく知られているのが「構造化」です。構造 化とは個々の子どもの特

性を理解した上で、その子どもが理解しやすい環境を設定するための工夫です。 

構造 化には、決まった場 所で決まった活動を行う「場所の構 造 化」、始 めと終わりを明 確にし

たり、次 にやるべきことを提 示 したりする「時 間の構 造 化 」、学 習 や作 業 工 程 を写 真 などの視 覚

的手がかりで明示し見通しをもって行動できるようにする「作業の構造化」などがあります。自閉

スペクトラム症の特性の現れ方は一人ひとり異なります。そのため、学習能力や子どもの長所、苦

手とするところなど多 様 な方法 でアセスメントし、その子どもに合った指導 の手立てを工夫 するこ

と、日々の成長に合わせて、その内容を見直し、変えていくことが大切です。 
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④視 覚 障 害 のあ

る子 どもたちへの

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤聴 覚 障 害 のあ

る子 どもたちへの

支援 

 

 

 

そこで、通 級 指 導 教 室 や特 別 支 援 学 級 では、子 どもの興 味 ･関 心 に即

した遊びなどを取 り入 れながら、担 当 者と好 ましい関 係をつくり、困難 を感

じていた気持ちをときほぐします。その上で、それぞれのペースに合わせて特

定 の音 声 の正 しい出 し方 や楽 に話 す方 法 、より豊 かな表 現 について指 導

を行い、学習したことを日常生活の中で使えるようにしていきます。 

言 語 障 害 通 級 指 導 教 室 は、通 常 の学 級 の学 習 におおむね参 加 でき、

一 部 特 別 な指 導 を必 要 とする子 どもたちを対象 にしています。したがって、

在 籍 学 級 で各 教 科 を中 心 にした指 導 を受 けながら、通 級 指 導 教 室 で障

害 に基 づく様 々な困 難 の改 善 ･克 服 に関 する指 導 を週 に数 時 間 受 けるこ

とになります。多くの時 間 を過 ごす通 常 の学 級 や家 庭 との関 わりが重 要 に

なりますので、通 級 指 導 教 室 と担 任 や保 護 者 で連 携 協 力 を図 ることが必

要です。 

 

視 覚 障 害 のある子 どもたちには、視 覚 による情 報 量 が不 足することによ

る日常生活や学習上の困難に対する配慮と支援が求められます。 

教室全体や黒板、机上の照度、机の位置など学習環境を整え、触覚教

材 、電 子 教 科 書 、拡 大 教 材などの活 用 を図 るとともに、コンピュータなどの

情報機器を活用して容易に情報の収集や処理ができるようにするなど、一

人ひとりの見え方に適した教材を使用し、指導方法を工夫することが大切

です。 

教 科 学 習 の他 に、触 覚 や聴 覚 、臭 覚 を効 果 的 に活 用 できるようにする

指 導 や点 字 での読 み書 き、白 杖 を使 って一 人 で歩 く技 能 を身 に付 ける学

習、日常生活に必要な基本的行動様 式を身に付けるための学習、弱 視レ

ンズの使 用 や情 報 機 器 の活 用 技 能 を高 めるための学 習 などが必 要 な場

合もあり、特別支援学 校(視覚障害 教育部門 )や特別支 援学級では自立

活動の時間を設けて必要な指導を行っています。 

 

聴 覚 障 害 のある子 どもたちには、できるだけ早 期 から適 切 な対 応 を行

い、可 能 性 を最 大 限 に伸 ばすことが大 切 です。そのため、特 別 支 援 学 校

（聴 覚 障 害 教 育 部 門 ）では、３歳 未 満 の乳 幼 児 やその保 護 者 に対 する乳

幼児相談や教育相談などが行われています。聴覚活用のための補聴器な

どの装 用 については、医療 機 関 や、特 別 支 援 学 校 （聴 覚 障 害 教 育 部 門 ）

などにおいて、適切な支援を受ける必要があります。 
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⑥情 緒 障 害 のあ

る子 どもたちへの

支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦肢 体 不 自 由 の

ある子 どもたちへ

の支援 

 

 

教 科 指 導 と併 せて、聴 覚 活 用 、多 様 なコミュニケーション手 段 の活 用 、

日本語 の獲得 のための指導が重 要になります。特別支 援学校 (聴 覚障 害

教育部門)では、幼稚部から、小学部、中学部、高等部本科･専攻科まで、

幅 広 い年 齢 の児 童 ・生 徒 に対 して、教 科 学 習 とともに、コミュニケーション

手段の活用、日本語の習得、職業教育などの指導が行われています。 

聴 覚活 用 では、補 聴 器 などの装 用 指 導、音 の弁 別指 導 、発音 ･発 語指

導など、一人 ひとりの聴 力に応じた指導を行っています。コミュニケーション

手段の活用では、手話･指文字･身ぶりなど聴覚を補うために視覚を活用

した指 導 が行 われ、一 人 ひとりの子 どもの障 害 の状 態 や発 達 段 階 に応 じ

たコミュニケーション能力の向上を目指しています。 

障害の程度が軽度の子どもたちは、特別支援学級や通級による指導に

おいて、音や言葉の聞き取りや聞き分けなど、聴覚を活用することに重点を

置 いた指 導 を受 けたり、抽 象 的 な言 葉 の理 解 や教 科 に関 する学 習 を行 っ

たりします。必要に応じて、通常の学級でも学習し、子どもの可能性の伸長

に努めています。 

 

情 緒 障 害 のある子 どもたちは、情 緒 の現 れ方 が偏 っていたり、その現 れ

方 が激 しかったりすることで、自 分 の意 思 ではコントロールできないことが

継 続 し、学 校 生 活 や社 会 生 活 に支 障 となる状 態 になります。その状 態 は、

選択性かん黙、不登校などとして現れることがあります。 

情緒 障害 のために通 常 の学 級での教育 では十 分に成果が期 待できな

い子どもは､特 別 支 援 学 級（自 閉 症 ･情 緒 障 害 ）に在 籍して、基 本 的 には

通 常 の学 級 と同 じ教 科 等 を学 習 しています。それらに加 え､安 心 できる雰

囲気の中で人との関わり方やコミュニケーションのとり方、場面や状況に合

わせた行動のコントロール、社会生活に必要な知識・技能・ルールの学習、

生活習慣の形成など、情緒の安定のための指導が一人ひとりの障害の状

態に応じて行われています。 

 

肢 体 不 自 由 のある子 どもたちの教 育 は、個 々の障 害 の状 態 に配 慮 しな

がら、子どもたちが主体的に自分の力を発揮できるように進めていくことが

大 切 です。そのためには子 どもたちの実 態 について､健 康 状 態 、障 害 の状

態、発 達の状 況、生 活 経験 の広がりなど、多 面的に理 解することが重要と

なります。また、機 能 訓 練 や医 療 的 ケア※注）を必 要とする子どもたちも多
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⑧高 次 脳 機 能 障

害のある子どもた

ちへの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いため、保護 者や医療 機関など関 係機 関との連携を大切にしながら教育

を進めていきます。 

特 別 支 援 学 級 （肢 体 不 自 由 ）、特 別 支 援 学 校 （肢 体 不 自 由 教 育 部

門）では、子どもたち一人ひとりの障害の状態や発達段階を十分に把握し

た上 で、各 教 科 、特 別 な教 科  道 徳 、特 別 活 動 など、小 学 校 、中 学 校 、高

等 学 校 に準 じた教 育 を行 うとともに、障 害 による学 習 上 又 は生 活 上 の困

難を改善･克服するための指導領域である自立活動に力を入れています。 

自 立 活 動 では､感 覚 や認 知 の特 性 を踏 まえながら、身 体 の動 きに関 す

る指導やコミュニケーションの力を育てる指導 等を行っています。また、ＩＣＴ

を活 用 した自 作 教 材 など個 に応 じた教 材 教 具 の工 夫 や､交 流 及 び共 同

学 習 を積 極 的 に取 り入 れています。通 学 が困 難 な子 どもたちに対 しては、

家 庭 や福 祉 施 設 、医 療 機 関 などに教 員 が訪 問 して指 導 を行 う訪 問 教 育

も行われています。 

 

 

 

高 次 脳 機 能 障 害 とは、病 気 や事 故 などで脳 に損 傷 を受 けたことで、脳

機能に障害を生じ、生活に困難がある場合のことをいいます。 

損 傷を受 けた部 位により症 状は様々ですが、大 きくは、覚 えられない、段

取 りが悪 いといった理 解 したり考 えたりする能 力 の障 害 (認 知 障 害 )と、幼

くなる、すぐに怒 るといった行 動 の障 害 (社 会 行 動 障 害 )の二 つに分 けられ

ます。以 前 は重 症 の脳 損 傷 を受 けた時 に起 こると言 われていましたが、頭

部打撲による軽度の脳しんとうなどでも起こることがわかってきました。 

子どもの高次脳機能障 害を対象とする検査は少ないため、日常生活や

学校 生活 の中でどのようなことに困っているのか、どういうときにそのような

ことが起こるのかを見極めることが必要です。また、この障害は、子どもも保

護者 も受 傷する前と後 の違いがわかっているので、子どもが自 信を失 わな

いように支援をすることが大切です。高次脳機能障害には、行動療法や構

造化、ペアレントトレーニングなどの自閉スペクトラム症やＡＤＨＤのプログラ

ムを応用することが可能です。家庭や医療との連携も支援には欠かせませ

ん。 

※『「よくわかる子 どもの高 次 脳 機 能 障 害 」 栗 原 まな 2012 クリエイツかもがわ』、

『厚 生 労 働 省  平 成 ２０年 １１月  「高 次 脳 機 能 障 害 者 支 援 の手 引 き」』を基 に作 成  

※注）医療的ケアとは、たんの吸引や経管栄養など、医療行為と日常行為の中間にあたる行為（相対

的医療行為の一部）であり、医療の専門家ではない保護者が行える行為です。学校では、一定の

条件の下に教員が実施できるよう体制整備が進められてきています 
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様々な精神疾患 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者との協働 

 

 

 

精 神 疾 患 には、統 合 失 調 症 、うつ病 、パニック障 害 、強 迫 性 障 害 、摂 食

障 害 、依 存 症 などがあります。衝 動 行 為 や自 傷 行 為 が反 復 されている場

合 、強 い抑 うつ症 状 （希 死 念 慮 、抑 うつ気 分 、不 眠 、不 安 焦 燥 感 など）が

ある場 合 、統 合 失 調 症 の症 状 （幻 覚 、妄 想 ）がある場 合 、自 殺 企 図 や薬

物依存などの既往がある場合は、医療機関と連携しながら対応していくこ

とが必要となります。 

 

精神疾患や急激な発症や悪化、自傷他害行為が起こった場合は 

巻末のページをご覧ください。 

 

このような子 どもたちへの支 援には保護 者 との協 働が欠 かせません。保

護 者 への対 応 として、本 人 の様 子 を正 しく理 解 して受 け入 れられるよう支

えること、保 護 者 の心 配 に対 して共 感 的 に接 すること、受 診 への不 安 や抵

抗について率直に話し合うこと、受診 の必要 性 を明示し粘り強く受診 を勧

めること、適切な医療機関を紹介することなどが必要となります。 

医療 機関 受 診後には、本人 や家 族 の承 諾を得 た上で医 療機 関と連携

していくこと、保 護 者と継続 的に連 絡を取り合 うこと、治 療に適した環 境づ

くりを考 えていくこと、また、治 療 のために長 期 的 に欠 席 した場 合 には、登

校に向けた支援について検討していくことなども必要となります。 

（５）精神疾患のある子どもたちへの支援 
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病 弱 ・ 身 体 虚 弱

の 子 ど も た ち の

学習の場 

 

 

 

 

学 習 内 容 につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育の意義 

 

 

 

 

医 療 的 課 題 を持

つ子どもたちのた

めに 

 

 

 

 

 

 

 

病 気 等 により継 続 して医 療 や生 活 上 の管 理 が必 要 な子 どもたちの教

育 は、必 要 な配 慮 を行 いながら、通 常 の学 級 や特 別 支 援 学 級 （病 弱 ・身

体虚 弱）、特別 支援 学 校（病 弱教 育部 門）において行われています。医療

機関内に設置されている院内学 級（特別 支援 学級）や、通学が困難 な子

どもたちに対 して家 庭や福 祉施 設 、医 療 機 関等 に教 員が訪問 して指 導 を

行う訪問教育など、様々な学習の場が設けられています。 

 

これらの学 習 の場 においては、前 籍 校 での学 習 を引 き継 ぎ、退 院 したと

きに子 ども本 人 が困 らないように指 導 を構 築 していきます。病 気 のために

生活規制が必要であることや､様々な直接体 験 が不足しがちであることに

も留 意しながら、学 習内 容 の精 選 や身 体 活動 を伴 う学 習についての指 導

方法の工夫を行います。自立活動では、病気の状態の理解や健康状態の

維持・改 善に関することと共に、病気に対する不 安感や自信の喪失などに

対 するメンタル面 にも配 慮 した学 習 を行 います。長 期 間 にわたり療 養 を続

けていることから、心 理 的な安定 を図 るための働きかけは重 要な指導 の一

つであり、子どもたちの心身の状態を踏まえた教育が必要とされています。 

 

病弱・身体虚弱の子どもたちへの教育においては、学習の遅れなどを補

完 し、学 力 を補 償 することはもとより、積 極 性 ・自 主 性 ・社 会 性 の涵 養 、心

理 的 安 定 への寄 与 、病 気 に対 する自 己 管 理 能 力 、治 療 上 の効 果 等 の意

義があると考えられています。 

 

地 域 医 療 の考 え方 の変 遷 及 び医 学 の進 歩 による在 宅 療 養 の増 加 や、

アレルギー性 疾 患 や心 の問 題 など子 どもたちの疾 病 の種 類 が広 がってき

ていることなどにより、医 療 的 な課 題 を持 つ子 どもたちが地 域 の学 校 に通

うことが増えてきています。必要な配慮をする一方で、療養中でも可能な限

り学習ができるよう工夫することが大切です。 

 

 

神 奈 川 県 教 育 委 員 会  平 成 ３１年 ３月  

入 院 児 童 生 徒 等 への教 育 保 障 体 制 整 備 事 業   

ICT 機 器 の活 用 による「つなぐ授 業 」の研 究 はこちら 

（６）病弱･身体虚弱の子どもたちへの支援 
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外国につながり

のある子どもたち

への支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

性的マイノリティ

の子どもたちへの

支援 

 

 

 

 

 

社会の変化にともない、子どもたちが抱えている困難も多様化、複雑化

しています。学校においても、教育の喫緊の課題として、取り組まなければ

なりません。 

 

神奈川県には、様々な国籍をもつ児童・生 徒 が在籍し、同様に児童・生

徒の母語についても多様化しています。 

外国につながりのある児童・生徒を指導・支援する際は、こうした国籍や

出 身 地 の違 いについて保 護 者 とコミュニケーションを図 ることなどにより、

指導者が理解することが重要になります。 

日 本 語 指 導 が必 要 な児 童 ・生 徒 は、外 国 籍 者 に限 られるわけでもあり

ません。近 年 では、国 際 結 婚 の家 庭 の子 ども、日 本 国 籍 者 であっても、長

期 の海 外 生 活 を経 て帰 国 した子 どもなどに対 し日 本 語 指 導 を行 っている

ケースも少 なくないからです。このように外 国 籍 児 童 ・生 徒 と日 本 語 指 導

が必 要な児 童 ・生 徒が全くの同 義であるとは言 えないという点に留 意して

おくことが大切です。 

なお、現在では、日本で生まれ育った外国籍の子どもたちも多くなってい

ます。こうした子 どもたちの場 合は、日 本 でのみ生 活し、日 本語 を使 う機会

が多く、一見すると日本語や日本の文化に適応できているように見えます。

しかし、生 活 の中 で日 本 語 に接 する機 会 が限 られ､日 本 語 を習 得 する場

が家庭や近隣での生活にない場合には、学習に耐えうる体系的な日本語

の力 (学 習 言 語 )が培 われていないこともあります｡配 慮 を必 要 としていな

いように見 えるかもしれませんが､文 化 的 背 景 が異 なるために､授 業 が理

解できず､自分の考えを表現する際に苦労する場合があります｡ 

外 国 につながりのある子 どもたちの入 学 、転 ・編 入 の情 報 が入 ったら、

子どもの情報を整理し、日本語指導だけでなく、生活面･学習面での指導

について特段の配慮をしなければなりません。 

また、保護者も子どもの思いや自分たちの苦しさを表現できない場合が

あります。通 訳 の依 頼 や､専 門 機 関 と連 携 しながら教 育 的 ニーズを把 握

し、適切な対応を行う必要があります。 
 

※『神 奈 川 県 教 育 委 員 会  令 和 ２年 ７月  「外 国 につながりのある児 童 生 徒 への指

導 ・支 援 の手 引 き（改 訂 版 ）～多 文 化 共 生 社 会 を目 指 して～」』、『文 部 科 学 省   

２０１９年 ３月  「外 国 人 児 童 生 徒 受 入 の手 引  改 訂 版 」』を基 に作 成  

 

生 まれもった性 （体の性 ）と心で感 じている性 （心 の性）が異なる人、一

致しない人 がいます。また、性的 指 向 （どの性に魅 力を感じるか）は様 々で

す。自 分と同じ性に魅 力を感 じる「同 性 愛 者」や男 性にも女 性にも魅 力を

感じる「両性愛者」、性愛的な関係を求めない「無性愛者」もいます。社会

的には少数派のそういった人たちのことを「性的マイノリティ」といいます。 

（７）今日的課題を抱える子どもたちへの支援 
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神奈川県教育委員会 令和２年４月 人権教育ハンドブック はこちら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気 が 付 き に く い

子どもの困りへの

支援 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年 度、文 部科 学省 が「学校における性同 一 性障 害に係る対 応

に関する状況調査」を実施し平成２６年６月には調査結果が公表されまし

た。この調査 結果 を踏 まえ、平 成２７年４月 、文 部科 学省 初等 中等 教 育局

児 童 生 徒 課 長 通 知 「性 同 一 性 障 害 に係 る児 童 生 徒に対 するきめ細 やか

な対応の実施 等について」が出され、平成２８年４月には教職員向け周知

資料が各学校に配付されました。 

本 人 が制 服 のスカートとスラックスを選 択 できる学 校 や、児 童 ・生 徒 の

名 前 を呼 ぶ際 、「○○君 」「○○さん」のように男 女 で区 別 することなく、

「○○さん」に統一するなどの配慮をしている学校があります。 

こうしたことから、各学校では、教職員一人ひとりが性的マイノリティにつ

いて理解し、悩みを抱える児童・生徒に寄り添い、全体で支援を進めること

が大切です。 
 

※『文 部 科 学 省  平 成 ２８年 ４月  「性 同 一 性 障 害 や性 的 指 向 ・性 自 認 に係 る、児 童

生 徒 に対 するきめ細 かな対 応 等 の実 施 について（教 職 員 向 け）」』、『神 奈 川 県 教

育 委 員 会  平 成 ３１年 ４月  「性 的 マイノリティについて理 解 する」第 ３版 』を基 に作

成  

 

貧困やヤングケアラー（年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や

負担を負って、本来、大人が担うような家族の介護や世話をすること）など

家庭内のことや、デート DV（婚姻関係にない恋人や元恋人など親密な相

手からの身体的暴力だけでなく、一方が他方を力（パワー）によって支配

（コントロール）するという広い意味での暴力全般）など、親密な関係の間

柄で起きる子どもの困りは周りからは見えにくく、また、関わりにくいもので

す。また、子どもだけでは解決ができません。 

日頃から教職員は子どもとのコミュニケーションを重ねる中で、相手の

立場に立って声をかけたり、話をしっかり聞いたりすることが大切です。子ど

もが安心して何でも相談できるような信頼関係を築いておきましょう。また、

これらの子どもの困りは、学校の中だけでは解決が難しい場合が多くあり

ます。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーと相談し、子どもに

十分説明した上で、関係機関と連携することも大切です。また、子どもの心

情やプライバシーに十分配慮した対応が求められます。 
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Ⅱ 実践編  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１ 教育相談コーディネーターの心構え 
 
 
 
 
 
 

教育 相 談コーディネーターとは、支援 を必 要とする子どもに対し、子ども・担任 ・保 護

者 のニーズの把 握 、ケース会 議 の運 営 、関 係 機 関 との連 絡 ・調 整 を行 う人 。神 奈 川 県

では、特別支援 教育と不登校などの対応を兼 ねたコーディネーターとして養成していま

す。 

             神奈川県 平成２１年６月 「神奈川力構想・白書２００８」より抜粋 
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抱 え 込 ま な い た

めに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

時には支えられる

立場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育相談コーディネーターになったからといって、多様な教育的ニーズの

ある子どものすべての支 援について、一 人だけで考 え、解 決することは難 し

いです。子 どもや保 護 者 の支 援 を一 人 で考え、対 応してしまうと、それは今

まで担 任 が一 人 で抱 え込 み、行 き詰 まってしまっていたのと変 わらなくなっ

てしまいます。周囲 の人 も、教 育相 談 コーディネーターが一 手に引き受 けて

関 わっていると、逆 に手 を出 しにくくなったり、「任 せておけばいいや」となっ

たりしてしまいがちです。 

 

教育相談コーディネーターを中心に校内で定期的に支援会議（情報交

換会）を開催したり、教育相談コーディネーター同士でオン・ザ・フライ・ミー

ティング（立 ち話 的 情 報 交 換 ）をしたり、校 内 で情 報 共 有 ができると良 い

でしょう。また、管 理 職 は教 育 相 談 コーディネーターをサポートする役 割 を

担っています。困った時は決して一人で抱え込まず、管理職や先輩コーディ

ネーターへ相談や報告をしましょう。 

 

教育 相談 コーディネーターは、校内 外の人 材や関係 機関 の専門 性につ

いて幅 広 く情 報 を収 集 するアンテナを持 ち、できれば日 頃 からいろいろな

人と顔見 知りになっておくと良いでしょう。そのためには、同じ役割 を担う人

同 士 での情 報 交 換 やケース研 究 などを行 うことが必 要 になると思 われま

す。県立学校教育相談コーディネーター地区会議や市町村単位での教育

相談コーディネーター連絡協議会等で、各学校の教育相談コーディネータ

ー同士の情報交換や、実践報告や事例検討を通しての学び合い、支援の

ための地 域 資 源 の共 有 や教 育 相 談 コーディネーターとして見 えてきた課

題・困 っている状況などを共 有し合い、今 後 の活 動にいかしていくことも有

効 であると思 われます。悩 んだ時 に声 をかけ合 い、また、うまく支 援 が進 ん

でいることを聞 くことができる教 育 相 談 コーディネーター間 のネットワーク

で、教育相談コーディネーター同士が支え合うことも必要です。 

（１）教育相談コーディネーターも抱え込まないで 

県立総合教育センターの自己研鑽のための研修講座 

県 立 総 合 教 育 センターでは、「精 神 科 医 による思 春 期 ・青 年 期 のメンタルヘルス研 修 講

座」や「不登校への対応研修講座」等の自己研鑽のための研修講座を実施しています。 

是非、積極的に参加してみてはいかがでしょうか。 
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スクールカウンセ

ラー（SC）につい

てはこちら 

 

 

 

 

スクールソーシャ

ルワーカー

（SSW）について

はこちら 

 

 

 

SC と SSW の違

い 

 

 

 

 

教 育 的 ニーズの把 握 や、支 援 方 針 の検 討 、さらには実 際 の支 援 におい

て、校 内 資 源 だけでなく、福 祉 や医 療 機 関 、巡 回 相 談 や地 域 の相 談 機 関

など地 域 の資 源 も上 手 に活 用 して、「支 援 のメニュー」を豊 富にしていくこ

とが重要になってきます。教 育相 談コーディネーターは、その校 内 外の適 切

な資源（リソース）同士をつなぐキーパーソンです。 

  

スクールカウンセラーは、学校の教育 相談体 制、児童・生徒指 導体制 の

中で、いじめ、暴力、不登校等の問題行動や、発達課題、精神科領域の問

題、家庭環境や親子関係の課題等、子どもが抱えるさまざまな問題につい

て、子ども、保護者、教職員に対し、心理的課題の解決に向けてカウンセリ

ングやアセスメント（情報収集・見立て）、コンサルテーション(専門家による

指導・助言を含めた検討)等を行う心理の専門性を有した者です。 

 

スクールソーシャルワーカーは教 育 の分 野 に加 え、社 会 福 祉 に関 する専

門的な知識や技術を有 する者で、子どもの多様 なニーズや課題に対して、

子どもが置かれている様々な環境に着目した働きかけや、支援のための関

係機関等とのネットワークの構築など、ソーシャルワークの手法による、多様

な支 援 方 法 を用 いて子 どものニーズや課 題 への対 応 を図 っていく人 材 で

す。 

 

SC は「子ども本人の心」に注目することに対して、SSW は「子どもを取り

巻く環境」に注目し、問題の解決を図るという専門性の違いがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   県立高等学校スクールソーシャルワーカー活用ガイドラインより抜粋 

 

 

（２）校内資源、関係機関等へつなぐ（連携） 
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SC、SSW の活用

にあたって 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

校 外 資 源 （ 関 係

機関） 

 

 

 

 

 

 

子どもの教 育的 ニーズに対応するための第一 歩は、校 内資 源を十分 に

活用することです。 

学 校 では、それぞれの持 つ専 門 性 の違 いと機 能 について十 分 に理 解 を

深 め、児 童 ・生 徒 の課 題 への対 応 として、いずれの機 能 を使 って解 決 する

ように図 るかを判 断 して、活 用することで、教 育 相 談 体 制 の一 層 の充 実が

図られます。 

また、SC、SSW、教 職員 それぞれの役 割が重 複 していることも多くありま

す。予め SC や教職員での役割の分担について協議しておき、継続的に話

し合 いの場 を設 けることも必 要 です。協 働 的 ・補 完 的 にそれぞれの立 場 の

者 が子 どもと関 わることがチーム支 援 で、多 面 的 な支 援 が可 能 になりま

す。 

 

関係機関との連携では、各機関の機能や特徴をよく知り、目的に応じた

チームを構 成 することがポイントとなります。子 どもの個 性 や困 難 の状 況 を

見極めるためには、外部の関係機関と連携すると、さらに客観性や専門性

を持った新たな視点で子どもをとらえることができ、学校での取組をより活

性化させるきっかけとなります。また、必要に応じ情報の共有や支援方針の

一 致 を図 り、それぞれの専 門 性 をいかした役 割 分 担 が必 要 です。関 係 機

関 に一 方 的 に支 援 を委 ね、アドバイスを受 けるだけという受 け身 的 な関 わ

りは、連携とはいえません。学校が主体性を持 ち、対等な関係づくりを心掛

けたいものです。 

地域にどのような関係機関があるのかということは、教育相談コーディネ

ーターだけではなく、全ての教職 員が知っておくことが重要です。教 育相 談

コーディネーターが、すべての関 係 機 関と直 接 連 携していなくてもよいので

す。「○○先 生 は□□センターの△△さんと連 携 している」という情 報 をつ

かんでいることが大切です。１０人いれば、１０か所と、もしかしたらそれ以上

の人や機関との連携の情報が集まるかもしれません。 

 

※神 奈 川 県 教 育 委 員 会  『平 成 ２５年 ３月  スクールソーシャルワーカー活 用 ガイ

ドライン２～スクールソーシャルワークの視 点 に立 った支 援 の充 実 に向 けて～

「関 係 機 関 との連 携 支 援 モデル」』、『平 成 ２８年 ３月 改 訂  スクールカウンセ

ラー業 務 ガイドライン』を基 に作 成  

 

 

関係機関一覧は資料編へ 
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子 ど も は 何 に 困

っているのか 

 

 

 

 

 

子 ど も の 理 解 を

深める 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア セ ス メ ン ト の ポ

イント 

 

 

氷山モデル 

 

 

 

 

一 人 ひとりの子 どもが困 っていることを理 解 し、個 々の教 育 的 ニーズに

適 切 に対 応 するためには、特 性 や困 っている状 況 に合 った支 援 を行 うこと

が必 要 です。同 じような状 態 に見 えても、困 っていることの要 因 が違 えば、

支 援 の方 法 も異 なります。このことからも日 々の子 どもの観 察 や情 報 収 集

による児 童 ・生 徒 の実 態 把 握 を基 に、支 援 を考 えることが何 よりも大 切 だ

と言えます。 

 

子 どもへの支 援 を考 えるとき、まず、その子 どもを理 解 するところから始

めることが必要です。子どもは、様々な場面での様々なかかわりによって、い

ろいろな表情や状態像 を見せます。担任の気づきや、養護教諭、保護者 か

らの情報も重要です。必要に応じ関係機関から情報を得ることもあります。 

また、子 どもの理 解 を深 めるためには、一 つの状 態 像 に対 しても、身 体

的 側 面 、情 緒 的 側 面 、発 達 的 側 面 、環 境 的 側 面 など多 面 的 な視 点 で分

析し、行動ばかりに注目せず、背景に何があるのかを考えていくことが大切

です。これらの情 報 を集 約 しながら、その子 どもの困 っている状 況 はもちろ

ん、支 援 のための資 源 がどのくらいあるのかなども含 めて、総 合 的 に実 態

把握（アセスメント）を行います。 

 

 実 際 に現 れる行 動 は見 えやすいですが、行 動 がなぜ現 れるのかという背

景は見 えにくいものです。整 理した状 況 から、困 りの背 景をどのように読 み

取るかを考えることが、有効な支援策につながります。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）教育相談コーディネーターとしてアセスメントする 

 表に見える行動 
例）指示に従わない 

 その行動の背景（一例） 
・聞いても覚えられない 
・内容を理解できない 
・どの指 示 を自 分 に言 われているの

かわからない 
・苦手でやりたくない 

見えにくい 
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アセス メント の方

法 

① 観 察 法 （ 行 動

観察や環境） 

 

観察の視点

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 面 接 法 （ 情 報

収集） 

 

 

③検査法 

 

 

 

アセスメントの方法には、観察法、面接法、検査法の３つがあります。 

 

アセスメントを行 うためには、まず子 どもの行 動 （遊 びの方 法 、他 者 との

かかわりの持ち方、環境への適応など）から情報収集します。 

 

・ 学習態勢（指示理解、学習意欲、机上の使い方、道具の扱いなど） 

・ 自己統制（着席姿勢、身体の動き、注意・集中、おしゃべりなど） 

・ 得意・不得意（読む、書く、想像、記憶、教科、読書など） 

・ 課題への取組（出題形式の得意・不得意、ノートのまとめ方など） 

・ テスト時間（解答の速度、解く順番、解答終了後の様子など） 

・ 対人関係（周りの生徒からの関わり、頼ることのできる相手など） 

・ 社会的ルール（時間の感覚、声の大きさ、ルール理解など） 

・ 身だしなみ（服装や髪形の清潔さ、経済状況の推測など） 

・ その他（家庭環境、趣味・嗜好、授業後の疲れ具合） 

 

主 訴 や経 過 など話 の内 容 だけでなく、子 ども（もしくは保 護 者 ）の話 し

方、質 問の理 解や表情 、全体 の印象などの情 報もアセスメントには大 切で

す。また、教員や関係者からの情報もまとめておきましょう。 

  

心 理 検 査 には、知 能 検 査 （WISC、K-ABC、ビネー式 等 ）、性 格 検 査

（Y-G、クレペリン検 査 、ロールシャッハテスト、バウムテスト等 ）、適 性 検 査

（職業適性検査等）の 3 つに分類され、それぞれ特徴を持っています。この

検査は、医 療機 関 や専 門の相 談機 関等 で実 施しています。検査 結 果 だけ

にとらわれず、多面的な視点でアセスメントしましょう。 
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コンサルテーショ

ンとは 

 

 

 

コンサルタントと

コンサルティ 

 

 

 

 

 

 

コンサルテーショ

ンの図式 
 

独 立 行 政 法 人   

国 立 特 別 支 援 教 育

総 合 研 究 所   

学 校 コンサルテーシ

ョンを進 めるための

ガイドブック :コンサ

ルタント必 携   

ジアース教 育 新 社 を

基 に作 成  

 

 

 

 

 

 

学校コンサルテ

ーションの内容 

 

 

コンサルテーションとは、異なる専門性を持つ複数の者が、援助対象で

ある問題状況について検討し、よりよい援助の在り方について話し合うプ

ロセスを言います。自らの専門性に基づいて他の専門家を援助するものを

「コンサルタント」、そして援助を受けるものを「コンサルティ」と呼びます。 

 

基本的には、二人の専門家の間で、コンサルタントがコンサルティに対し

て、コンサルティが関わっているクライアント（援助やサービスなどを直接的

に必要としている人）に関係した特定の問題を、コンサルティの仕事の中

でより効果的に解決できるように援助する取組のことです。 

なお、「コンサルタント」と「コンサルティ」は、〝タテ〟の関係ではなく、立場

や役割、専門性の違いを尊重する〝ヨコ〟の関係であることを忘れてはなり

ません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校の教育相談コーディネーターには、学校コンサルテーショ

ンにおけるコンサルタントの役割が求められています。 

特別支援学校以外の教育相談コーディネーターがコンサルティとして、

学校コンサルテーションを受けることもあります。また校内では教育相談コ

ーディネーターがコンサルタントとして、教職員をサポートすることもありま

す。 

 

コンサルティが専門的な知識を身に付けることができるようにマネジメン

トをしたり、コンサルティが抱える不安に対して、他の取組などを紹介しなが

ら安心感を与えたり、課題に対する捉え方に関して新たな見方を提案した

り、組織・管理上の問題について改善策を検討したり、外部の有効な資源

へ繋いだりする場合があります。 

学校コンサルテーションの内容としては、①知識の提供②精神的な支え

③新しい視点の提供➃ネットワーキングの促進、などがあります。 

（４）学校コンサルテーション 

【コンサルタント】 

特別支援学校 CO 

教育センター  など 

(教育相談 CO) 

【コンサルティ】 

担任などの教師  

【クライアント】 

子ども 

連携・相談 

間接支援 

直接支援・指導 
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Ⅱ 実践編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ チーム支援のための体制づくり 
 
 
 
 
 
 

二次的 援助 サービス、三次的 援助 サービスを必要とする子どもたちを支えるためには、

教職 員 を始 め子どもに関わる人たちが、協働 チームとして必 要に応じて集 まり、支援 を考

えることが必要です。 
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校 内 支 援 体 制 と

は 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ校 内 支 援 体

制 づ く り が 必 要

か 

 

 

 

 

 

 

 

校 内 委 員 会 の設

置 

 

 

 

 

 

 

教 育 相 談 は、自 分 一 人 では解 決 できない様 々な課 題 を抱 えた「困 って

いる子 どもたち」が自 ら訴 えることから始 まる場 面 が多 いです。また、担 任

の気 づき、保 護 者 の気 づき、関 係 する教 職 員 や友 だちの気 づきがきっかけ

になることもあります。 

その気 づきから困 りを把 握 し、そしてチームによる方 針 や具 体 的 な手 立

てを検討し、支援 の実 施・評 価を行い、必要に応じて関 係機 関との連 携を

行 うなど、教 育 相 談 のプロセスをいかした校 内 支 援 のシステムを「校 内 支

援体制」と言います。 

 

校内の支援の必要な子 どもを全教職員で知っておくことや、ケース会議

で話し合 われた子 どもの状況 や支 援 の方 法 を共 通理 解しておくことは、い

つでも誰 でもその子 どもに対 して同 じ対 応 ができ、子 どもが安 心 して学 校

で生 活 できることにつながります。また、必 要 に応 じて、学 校 内 外 の人 材 や

機 関 と連 携することで、子 どもたちや状 況 について多 面 的 な理 解ができる

ようになります。担任だけでは日ごろ気 付 かないことも、チームで関わること

により子 どもの理 解 が深 まり、具 体 的 な解 決 に向 けた指 導 や支 援 策 が見

つかります。そして、役 割 分 担 をすることで、困 っている担 任 を支 えることが

できるようになります。 

 

支 援 を必 要 とする子 どもを担 任 一 人 で抱 えることなく、教 育 的 ニーズを

見極め、適切な支援を展開するためには、全校で取り組む体制を整える必

要があります。この校 内 支 援体 制 を整 備する機 能を持 つのが校内 委 員 会

であり、教 育 相 談 コーディネーターを中 心 に、管 理 職 、児 童 ・生 徒 指 導 担

当や養護教諭、特別支援学級担任などで構成されます。 

また、校内 委員会 の設 置・運営については校長のリーダーシップのもと、

学 校 運 営 上 にしっかりと位 置 付 け、組 織 的 に対 応 していくことが求 められ

ます。 

（１）校内支援体制づくり 
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ケース会議とは 

 

 

 

 

 

 

ケース会 議をはじ

めよう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フ ァ シ リ テ ー シ ョ

ン・スキル 

 

 

 

 

 

 

ケース会 議 は、子 どもの教 育 的 ニーズについて共 通 理 解 を図 り、メンバ

ー全 員 でそれぞれの専 門 性 をいかしながら具 体 的 な支 援 策 を出 し合 い、

校内や家庭での支援ができるよう話し合う場です。また、ケース会議を通し

て支援の方針を共有し、対応を一致させることで子ども自身の混乱を防ぐ

ことにもつながります。ケース会 議 では、情 報 を収 集 ・分 析 し、支 援 方 法 の

検討を行います。 

 

手 順 として、まず、子 どもが困 っている状 況 を共 有 します。次 に、行 動 の

背景や要因を考え行動の意味を整理することで、目の前の子どもたちがど

のようなことで困 っているのか、という教 育 的 ニーズを把 握 します。そして

「いつ」「どこで」「誰 が」「何 を」「いつまでに」するのかという具 体 的 な支

援策を決めます。 

話し合いでは、情 報 を視 覚 的に共 有できるツール（シートやホワイトボー

ドなど）を活用し、メンバーの共 通理 解を深 めることや話しやすい雰 囲 気を

つくることが必要です。また、時間内に有効な話し合いができるよう時間配

分 を工 夫 する、次 回 のケース会 議 の日 程 を決 めて支 援 の見 通 しを持 つな

ど、運営上の様々な工夫が子どもへの支援につながります。 

支 援 は、各 自 の役 割 に応 じたチームアプローチが展 開 されます。一 定 の

期 間 後 、支 援 内 容 をチームで評 価するケース会 議 を開き、振 り返りと再 検

討 、活 動 状 況 や成 果 の共 有 を行 います。ケース会 議 を経 て、実 際 にどのよ

うに動 けたのか、子 どもが支 えられたのかということが、最 も大 切 なことで

す。できることから一つずつ、具体的な支援を積み重ねていきましょう。 

 

 より良いケース会議を進める上で、ファシリテーション・スキルが求められま

す。ファシリテーションとは、促進する、円滑にするという意味で、人々の活動

が容 易にできるよう支 援し、うまく事 が運 ぶようにかじ取 りすることをいいま

す。中立的な立場でチームのプロセスを管理し、チームワークを引き出し、そ

のチームの成 果が最 大 となるように支 援 する人 をファシリテーターと呼 びま

す。 

（２）ケース会議の運営について 
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〇 ケース会議をはじめるために、タイムテーブルや話し合いのルールを明確にしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  〇 ケース会議を「見える化」するために、シートを活用する方法があります。 

 

 

 

子 どもの良 いところ・気 になる  

ところをまとめ、苦 戦 しているこ

とやその背 景を考え、支 援の方

針を立 てます。それにより、具体

的な支援策を考えることができ

ます。 

                                                           

 

 

ケース会議簡易シート、 

DVD「はじめよう ケース会 議」、

冊 子 「はじめよう ケース会 議 

Ｑ＆Ａ」はこちら 

（教 育 相 談 コーディネーターの

部屋） 

                                                           

 

                            

 

例 

例 ケース会議シート 簡易版  
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「 個 別 の 教 育 支

援 計 画 」と「個 別

の支援計画」 

 

 

 

 

 

 

連 携 ツールとして

の 神 奈 川 県 の

「支援シート」 

 

 

 

 

 

「支援シートⅠ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

インクルーシブな学校づくりを進めるためには、計画的・組織的な取組が

必 要 です。そのためには、次 のような計 画 を立 て、本 人 ・保 護 者 と子 どもを

支 援 する人 たちが情 報 を共 有 し、どのような支 援 が必 要 であるか共 通 認

識することが不可欠です。 

 

「個 別 の教 育 支 援 計 画 」と「個 別 の支 援 計 画 」は、概 念 としては同 じも

のであり、学 校 など教 育 機 関 が中 心 になって作 成 する場 合 に「個 別 の教

育支援計画」と呼びます。 

障 害 のある子どもや支 援 の必 要な子 ども一人 ひとりのニーズに応じて、

きめ細かな、切れ目ない支援を行うためには、学 齢前から卒業後 までの子

どもの生 活全 般に関する支援 を行う必 要があります。「個別 の支 援 計 画」

は関 係 機 関 が適 切 な役 割 分 担 のもとに、一 人 ひとりのニーズに対 応 して

適切な支援を行うことを目的に作成するものです。 

 

「個別の支援計画」を作成する時、神奈川県教育委員会では連携のツ

ールとして簡便な書式である｢支援シート｣を提案しています。「支援シート｣

では、成 長 の過 程 をたどるライフステージに沿 った所 属 機 関 における支 援

と、教 育 、保 健 、医 療 、福 祉 、労 働 などの関 係 機 関 の連 携 による支 援 とい

う、縦・横二つの軸に合わせて整理していきます。この「支援シート」には、こ

れまでの支援とこれからの支援を記入する「支 援シートⅠ｣と、各機関の支

援の内容と役割分担を記入した「支援シートⅡ」があります。 

 

「支援 シートⅠ」は、所 属 機 関 の連 携 を促 進することを通じ、子どもに対

する一貫した支援を行うことを目的としています。 

作 成 にあたっては、本 人 ・保 護 者 と教 員 が話 し合 って作 成 し、原 本 を本

人 または保 護 者 が保 管 します。このシートは、それまで受 けてきた支 援 をス

ムーズに引継ぐための移行計 画の役割 を担います。進 学のみならず、進級

の時にも作成をします。少なくとも３年に１度は評価し、再び計画を立てるよ

うにします。用紙はＡ４版１枚ですので、支援の要点を簡潔に記入します。 

 

（３）計画的、組織的な取組を進めるために 
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※神奈川県教育委員会 支援が必要な子どものための「個別の支援計画」～「支援シート」を活

用した「関係者の連携」の推進～(改訂版) 平成 17 年度文部科学省委嘱 特別支援教育体制

推進事業より抜粋 

 

 

文部科学省の「児童生徒理解・支援シート（参考様式）」 

文部科学省は、不登校の児童・生徒だけではなく障害のある児童・生徒及び外国

につながりのある児童・生徒が、個々の教育的ニーズに応じて支援するために学校

等が複数の支援計画を作成していることから、統合した支援計画を作成し効果的

な指導にいかすために参考様式を作成し、平成 30 年(2018 年)４月に提示しまし

た。外国につながりのある児童・生徒を含めた支援を必要としている児童・生徒の

ために、各学校や地域の実情に応じた支援計画を作成・活用し効果的な指導につな

げる必要があります。 

 

  ※文 部 科 学 省  平 成 30 年 ４月  不 登 校 児 童 生 徒 、障 害 のある児 童 生 徒 及 び日 本 語 指 導 が必 要 な 

外 国 人 児 童 生 徒 等 に対 する支 援 計 画 を統 合 した参 考 様 式 の送 付 について（通 知 ）を基 に作 成  
 

 

       神奈川県教育委員会 令和 2 年 3 月  

つなぐ 切れ目ない支援 「支援シート」の活用はこちら 

 

「支援シートⅡ」 

 

 

 

「支 援 シートⅡ」は、関 係 機 関 の職 員 とケース会 議 をもつ必 要 がある時

に活 用 します。子 どもが必 要 とする支 援 は、学 校 などの教 育 機 関 だけでは

提 供 できないこともあり、関 連 する諸 機 関 と連 携 した対 応 が必 要 になりま

す。このシートを使って、関わった機関 やその役 割を記録にとることで、必要

に応じて円滑な支援体制を作る際の資料となります。 
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支援シートⅠ  これまでの支援これからの支援 
（記入のポイント例） 

 

※神 奈 川 県 教 育 委 員 会  支 援 が必 要 な子 どものための「個 別 の支 援 計 画 」～「支 援 シート」を活 用 した「関 係 者

の連 携 」の推 進 ～(改 訂 版 ) 平 成 17 年 度 文 部 科 学 省 委 嘱  特 別 支 援 教 育 体 制 推 進 事 業 を基 に作 成  

 

 

ふ り が な 
氏  名 所 属 機 関 記入日 相談メンバー 

 
   

   

＊記入者には○印をつける 

 項  目 内   容 

こ
れ
ま
で
の
取
組 

 

所属機関 

＊本人・保護者から聞き取り相談する内容をここに記入する 
（例）どんな学習をして何が出来るようになりましたか 

どのような学習の方法がよかったですか 
学んだことで家庭生活や地域生活で活用されていること
は何ですか 

家庭生活 
（例）家庭ではどんなふうに過ごしていますか 何か困って

いることはありますか 
家で出来るようになったことは何ですか 

余暇・地域生活 
（例）休日はどんなふうに過ごしていますか 何か困ってい

ることはありますか 
地域の人にどんな協力をしてもらっていますか 

健康･安全･相談 

（例）健康や食生活について配慮してきたことは何ですか 
医療面で安心できるようになったこと、心配なことは
何ですか 
何か困ったときの相談相手は誰ですか 

 

こ
れ
ま
で
の
取
組
の
評
価 

＊子どもに応じ  
 た項目を記入

する 

（例）今までで一番成果があったことは何ですか 
これからも継続していきたいことは何ですか 
次のステップは何ですか 
「こうしてほしい」と思うことは何ですか 

 
 

こ
れ
か
ら
の
計
画 

これからの方針 （例）何を一番大切にしていきたいですか 
どんな人とのネットワークを広げたいですか 

所属機関 
 

家 庭 生 活 （例）今後どんなことに取り組んでいきたいですか 
そのために必要な支援は何ですか 

余暇・地域生活 
卒 業 後 の 生 活        

 

健康･安全･相談  
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  記入例  関係機関と連携した小学 4 年生のケース 
 

支援シートⅡ 支援の内容と役割分担 
 

※記入者には○印をつける 

 

項目 
どこで 
機関 

だれが 
担当者 

   どんなことを 
  支援の内容 

見直し

予定日 
見直し 
評 価 

所
属
機
関 

○○小学校 

 

 

◎◎小学校 

こ と ば の 教

室 

担任 

教育相談コーディ

ネーター〇〇 

ことばの教室 

担当 

○コミュニケーション手段として

写真カードを作成 

○生活のリズムを安定させるため

生活表を作成 

○コミュニケーション方法の確認 

ST(言語聴覚士)との連携 

11/29 （見直し評

価の観点） 

「成果及び

今後の取組

課題につい

て」 

家
庭
生
活 

△△事業所 
 
 
家  庭 

担当；△△さん 
 
 
両  親 

○ガイドヘルパーによる下校時の
送迎（月・水・木・金） 

○送迎のローテーションの確認 
○生活のリズムの習慣化への取組 

11/29 「今後の課
題につい
て」 

余
暇
・
地
域
生
活 

学童保育▽
▽ 
 
□□サーク
ル 
 
××特別支
援学校 

▽▽さん 
 
 
□□さん 
 
 
連携支援 
教育相談コーディ
ネーター×× 
 

○毎週月・水・金にヘルパーと参 
 加 
 
○第２・４土曜日に姉と一緒に通 
 う 
 
○家庭での過ごし方・対応の仕方 

等について相談を行う。 
 

11/29 「活動状況
や他児との
関係につい
て」 
 

 
「家族との
関係につい
て」 

健
康
・
安
全
・
相
談 

○○小学校 
 

 
××特別支
援学校 

養護教諭 
 
 
連携支援 
ST（言語聴覚士） 

○生活状況や健康のチェック 
 
 
○ことばの教室担任と指導法の共 

有を行う。 

11/29 「成果及び
今後の取組
課題につい
て」 

 

※神 奈 川 県 教 育 委 員 会  支 援 が必 要 な子 どものための「個 別 の支 援 計 画 」～「支 援 シート」を活 用 した「関 係 者

の連 携 」の推 進 ～(改 訂 版 ) 平 成 17 年 度 文 部 科 学 省 委 嘱  特 別 支 援 教 育 体 制 推 進 事 業 を基 に作 成  

 

ふりがな 

氏 名 Aさん 所属機関 ○○小学校 （４学年） 

記入日 年５月29日 相談ﾒﾝﾊﾞｰ ○学級担任 養護教諭 ことばの教室担当 
特別支援学校連携支援 保護者  SSW 

見直し日 年11月29日 相談ﾒﾝﾊﾞｰ ○学級担任 養護教諭 ことばの教室担当 
特別支援学校連携支援 保護者  SSW 

課 題 
または 

ニーズ 
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「 個 別 教 育 計

画」 

 

 

 

 

 

 

学 習 指 導 要 領 に

おける「個別 の指

導計画」の扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平 成 １１年 （１９９９年 ）学 習 指 導 要 領 の改 訂 で、盲 ･ろう･養 護 学 校 に

「個 別 の指 導 計 画 」を作 成 することが義 務 づけられました。これに先立 ち、

神 奈 川 県 では、平 成 ５年 （１９９３年 ）より、専 門 的 な助 言 や援 助 を活 用 し

ながら、指 導 の目 標 や内 容 、配 慮 事 項 などを示 した計 画 として、「個 別 教

育計画 」を作 成しています。作成した計 画をもとに、児童・生徒に関わる教

職員の共通理解の下、学校における教育活動全般にわたって、一人ひとり

の教育的ニーズに対応し、それに基づいた指導が行われるようにします。 

 

その後、平成２０年(２００８年)、平成２１年(２００９年)に改訂された学習

指導要領では、小学校・中学校・高等学校においても必要に応じて「個別

の指導計画」を作成することが望ましいとされていました。平成２９年(２０１

７年 )３月 に小 学 校 ・中 学 校 の学 習 指 導 要 領 が改 訂 され、「通 級 による指

導 を受 ける児 童 生 徒 及 び特 別 支 援 学 級 に在 籍 する児 童 生 徒 について

は、個別の教育支援計画や個別の指導計画を作成し、効果的に活用する

ものとする」と明記されています。同様に平成 30 年(2018 年)７月に高等

学 校 の学 習 指 導 要 領 が改 訂 され、「通 級 による指 導 を受 ける生 徒 につい

ては，個々の生徒 の障 害の状 態等 の実 態を的 確に把握し，個別 の教 育支

援 計 画 や個 別 の指 導 計 画 を作 成し，効 果 的 に活 用 するものとする。」と明

記されています。 

 

「個 別 教 育 計 画」「個 別 の指導 計 画 」は共に、「個 別 の支 援計 画 」「個

別 の教 育 支 援 計 画 」の方 針 を達 成 するために、教 育 課 程 の枠 組 みの中

で、目標・内容などを具体化したものであり、子どもが自立し社会参加して

いく力 を育 むための実 践 に直 結 する計 画 として、とても重 要 なものとなりま

す。 

（４）「個別教育計画（神奈川県）」「個別の指導計画」 
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※神 奈 川 県 教 育 委 員 会  支 援 が必 要 な子 どものための「個 別 の支 援 計 画 」～「支 援 シート」を活 用 した「関 係 者

の連 携 」の推 進 ～(改 訂 版 ) 平 成 17 年 度 文 部 科 学 省 委 嘱  特 別 支 援 教 育 体 制 推 進 事 業 を基 に作 成  

 

 
コラム 個別教育計画、個別の指導計画、支援シートの作成にあたって     

 

計 画 を作 成 するにあたっては、学 校 の教 育 課 程 、年 間 指 導 計 画 とそれぞれの子 どもの個 別 の教

育 支 援 計 画 、個 別 教 育 計 画 、または個 別 の指 導 計 画 の目 標 との関 連 などについても考 え、計 画 ―

実 施 ―評 価 ―再 計 画 のサイクルをもって取 り組 んでいきます。常 にチームによる取 組 を念 頭 に置 き、

ケース会 議 などを通 して関 係 者 で情 報 を共 有 しながら進 めていくことが大 切 です。 

 
1. 実 態 把 握 のための情 報 の収 集 、整 理  

子 どもに関 する情 報 を家 庭 、地 域 、前 籍 校 などから収 集 します。収 集 した情 報 を分 析 、整 理 し
て、子 どもの特 徴 を把 握 します。さらに支 援 シート（個 別 の支 援 計 画 ）に記 載 されたこれまでの取
組 や評 価 などの情 報 も基 にして、現 在 の子 どもの教 育 的 ニーズや重 点 課 題 を明 らかにします。 

 
2. 計 画 の作 成  

子 どもの教 育 的 ニーズに合 わせ、個 々の子 どもの具 体 的 な指 導 目 標 を設 定 します。計 画 の種
類 により期 間 が異 なりますが、長 期 的 な目 標 と短 期 的 な目 標 を考 えます。そして、設 定 した目 標
を達 成 するためにスモールステップでの指 導 内 容 、指 導 方 法 を決 めていきます。 

また、指 導 後 に行 う評 価 方 法 、時 期 についても予 め計 画 しておくことが大 切 です。この計 画 の
作 成 は教 員 だけではなく、本 人 ・保 護 者 との話 し合 いの上 で作 成 する必 要 があります。理 学 療 法
士、作 業 療 法 士 、言 語 聴 覚 士 、心 理 職 、看 護 師 といった特 別 支 援 学 校 に配 置 されている自 立 活
動 教 諭 と共 に考 えたり、必 要 に応 じて医 師 や福 祉 機 関 などの意 見 を参 考 にしたりすることも大
切 です。 

 
3. 子 どもの特 性 に応 じたきめ細 かな指 導 の実 施  

作 成 した個 別 教 育 計 画 、または個 別 の指 導 計 画 に基 づき、子 どもの特 性 に応 じたきめ細 かな
指 導 を実 施 します。 

 
4. 評 価  

一 定 期 間 ごとに子 どもの変 化 や支 援 による効 果 の有 無 などについて子 どもの支 援 に関 わった
人 たちと評 価 し、必 要 に応 じて計 画 そのものを見 直 し、目 標 の再 設 定 や修 正 を行 います。場 合 に
よっては、子 どもの実 態 を捉 え直 すことも必 要 となります。また、子 どもの側 からの支 援 への意 見 や
意 向 があれば、それらを評 価 の一 つとして考えていくことも大 切 です。 
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Ⅱ 実践編  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 学校全体で取り組む支援 

  
 
 
 
 
 
 

学校全体で子どもの理解を図り、校内での支援体制を工夫していくことが大切です。 

そのためには、日 頃 から、全 体 で取 り組 めるような支 援 体 制 づくりを進 めておく必 要 が

あります。 
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平 成 ２２年 ３月 「明 日 から使 える支 援 のヒント～教 育 の 

ユニバーサルデザインをめざして～」はこちら 

 

 

 

 

教 育 の ユ ニ バ ー

サルデザインとは 

 

平 成 ３０年 ３月  

教 育 のユニバーサ

ル デ ザ イ ン ～ 小 中

一 貫 教 育 （小 中 連

携 ） の 視 点 か ら ～

はこちら 

 

 

授 業 の ユ ニ バ ー

サルデザイン化 

 

 

 

教 室 環 境 の ユ ニ

バーサルデザイン

化 

 

人 的 環 境 の ユ ニ

バーサルデザイン

化 

 

 

 

 

 

 

 

 子どもたちにとってわかりやすく、学びやすい学校を作る手立ての一つとし

て、「教育のユニバーサルデザイン」があります。 

 教育 のユニバーサルデザインとは、「より多く」の子 どもたちにとって、わか

りやすく、学びやすく配慮された教育のデザインです。 

教 育 のユニバーサルデザインを具 現 化 するために、３つの柱 が示 される

ことがあります。 

① 授業のユニバーサルデザイン化 

    ② 教室環境のユニバーサルデザイン化 

    ③ 人的環境のユニバーサルデザイン化 

 

 授 業 のユニバーサルデザイン化 には、１時 間 の授 業 の目 標 を焦 点 化 する

こと、授業中の説明や指示などを視覚的に示すこと、ペア・グループ活動を

取り入 れるなど子ども同士 の関 わりにより理 解を共 有すること、等がありま

す。 

 

 教 室 環境 のユニバーサルデザイン化 の例としては、掲 示 物 を工 夫し視 覚

刺 激 の量 を調 節 したり、暗 黙 のルールを見 えるように示 したりすることなど

が挙げられます。 

 

 人的環境のユニバーサルデザイン化とは、学級の雰囲気づくりを行い、子

どもが安心して学びあうための環境・関係を作ることを意味します。 

 

 子 どもが集 中 できる教 室 環 境 、安 心 できる人 的 環 境 の中 で、「より多 く

の」子どもが分かりやすい授業を受けることができるように取り組むことも、

子どもが共に学び共に育つインクルーシブ教育の推進につながります。 

 

 

 

 

 

 

（１）教育のユニバーサルデザイン 

【誰のためのユニバーサルデザイン？】 

教 育 のユニバーサルデザインには、様 々な具 体 例 や実 践 があります。自 校 に取 り入

れる際 、目 の前 の子 どもの実態 を踏 まえること、今そこにいる子どもにとってわかりやす

いかどうかという視点を忘れないことが大切です。 

 そのためにも、子どもの情報を集め、子ども理解を深めていくことがとても重要です。 
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ソーシャル スキル

トレーニングとは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的なソーシャ

ル ス キル ト レー ニ

ング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソーシャルスキルトレーニングとは、社 会 生 活 を遂 行 するために必 要なス

キルを形成したり修正したりするための訓練のことを言います。その中には、

対 人関 係に関 わるスキルも含まれ、その内 容として、挨 拶、会 話 の運 び方、

依頼の仕方、お礼の仕方、人のしぐさの読み取り方、人の話の聞き方、話し

方などが挙げられます。 

学校生活を送る上でも、さまざまなスキルが必要となります。例えば、「授

業 を受 けるとき」を考 えてみると、話 し手 に注 目 する、話 を聞 く、意 見 を言 う

ときは挙 手 するなどのメッセージを出す、発 言する、質 問 する、適 度にうなず

く等があります。 

 

 

○自己認知スキル 

五感やボディーイメージを高めたり、自分 や家 族を紹 介したり、自分 を

知ったりするなど、自分自身や周りにいる人に対しての認識に関するスキ

ルです。 

○コミュニケーション・スキル 

会話や、非言語で行うノンバーバルコミュニケーションでのやりとり、相

手の状況や気持ちの理解についてなど、コミュニケーション能力を育てる

スキルです。 

○社会的行動 

集 団 参 加 や、集 団 参 加 における気 持 ちのコントロール、ルール理 解 、

協力・共感など、自分の考えを意思表示できるようにするスキルです。 

 

様々な状況で対 人関 係 を良好に築くためには、状況の変 化に柔軟に対

応 し、臨 機 応 変 にその場 に応 じたソーシャルスキルを使 うことが必 要 になり

ます。日 々の生 活 の中 で、子 どもたちが多 くの他 者 とともに、大 半 を過 ごす

学 校 という場 所 で組 織 的 、効 率 的 に行 うことで、スキルが育 っていきます。

予 防 的 に行 うソーシャルスキルトレーニングについては、スクールカウンセラ

ーに頼むなど、協力して取り組むとよいです。 

（２）ソーシャルスキルトレーニング（SST） 
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【事 例 】 

丸 暗 記 するような内 容 の学 習 はできる中 学 １年 生 のＢさん。グループ学 習 の場 では友 達 と一

緒 に活 動 ができなかったり独 特 な話 し方 をしたりする。５月 になり、Ｂさんから担 任 に「今 日 学 校

を休 みます」という電 話 があった。驚 いた担 任 は、保 護 者 と連 絡 をとると、Ｂさんが学 校 に行 かな

いと言 い出 して、家 族 もどうしていいかわからず困 っているということであった。クラスの中 では、Ｂ

さんの印 象 をちょっと変 わった子 と捉 えているようで、中 学 校 から出 会 った生 徒 の中 には、からか

う対 象にしている人 もいるようであった。 

 

担 任 が教 育 相 談 コーディネーターに相 談 すると、自 他 理 解 や人 間 関 係 づくりには「グループ

エンカウンター」が良 いと勧 められ、ホームルームで行 えるショートエクササイズを行 い、道 徳 や総

合 的 な学 習 の時 間 、学 校 行 事 、進 路 学 習 等 においては、クラスの実 態 や集 団 の状 況 に応 じて

取 り組 んでみた。 

〈例 〉「あいこじゃんけん」 「得 意 なこと・できること」 「先 生 とビンゴ」等  

ショートエクササイズを取 り組 むことで、Ｂさんに自 信 をつけさせ、さらにＢさんをクラス全 体 で

支 えていくという気 持 ちが育 ってきた。学 年 末 には「もう一 つの通 知 票 」というエクササイズを行

い、一 人 ひとりが大 切 な仲 間 であるということを認 識 し合 うことができた。みんなでみんなを支 え

合 うクラスづくりを目 指 すことで、Ｂさんを理 解 することにつながった。 

心の温度計 

自 分 の感 情 を意 識 する 

方 法 。 

視 覚 化 ・数 値 化 すること 

で、自 分 の感 情 を自 分 で 

もわかるようになり、相 手  

にも伝 えることができます。 

 

 

 

  日々の学校生活の中で取り入れることができる、教職員ができる、すべての子どもたちに対応

できる取組を紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）その他の取組 

「アンガーマネジメント」 

自分の中に生じた怒りの対処法を段階的に学ぶ方法です。「きれる」行動に対して「きれる前の

身 体 感 覚 に焦 点 を当 てる」「身 体 感 覚 を外 在 化 しコントロールの対 象 とする」「感 情 のコントロ

ールについて会 話 する」などの段 階 を踏 んで怒 りなどの否 定 的 感 情 をコントロール可 能 な形 に

変えます。また、呼吸法、動作法などリラックスする方法を学ぶやり方もあります。 

「グループエンカウンター」 

「エンカウンター」とは「出会う」という意味です。グループ体験を通しながら他者に出会い、自分

に出会うことができます。人間関係づくりや相互理解、協力して問題解決する力などが育成され

ます。集 団の持つプラスの力を最 大限 に引 き出 す方 法なので、学 級 づくりや保 護者 会 などに活

用できます。 
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例 テスト前に遊びに行こうと誘われて、断りたいとき 

・「私は～です」（アイメッセージ）という表現を基本の言い方にする 

・「ごめんね」と言い添える 

「ごめんね、ぼくはその日に別の用事があるんだ」 

「ごめんね、ぼくはその日に勉強する予定なんだ」 

・代わりの提案をする 

「遊びに行くことは無理だけど、一緒に勉強ならできるよ」 

「この日は行かれないけど、テストが終わってからなら行かれるよ」 

・それでも、相手がしつこく言い続けている時 

「ぼくは、この話は終わりにしたいけど、いいかな？」 

「ごめん、また今度話そう」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他にも、たくさんの取組、手法などがあります。 

 

文 部 科 学 省  平 成 ２２年３月 生 徒 指 導 提 要  

神 奈 川 県 立 総 合 教 育 センター 平 成 ２２年 ３月 明 日 から使 える支 援 のヒント、 

平 成 １８年 ３月 LD、AD／HD、高 機 能 自 閉 症 の理 解 と支 援 のためのティーチャーズ・ガイド（改 訂

版 ）を基 に作 成  

「アサーショントレーニング」 

「主 張 訓 練 」と訳 されます。対 人 場 面 で自 分 の伝 えたいことをしっかり伝 えるためのトレーニン

グ。「断 る」「要 求 する」といった葛 藤 場 面 での自 己 表 現 や、「ほめる」「感 謝 する」「うれしい気

持ちを表す」「援助を申し出る」といった他者とのかかわりをより円滑にする社会的行 動の獲得

を目指します。 

自分の気持ちに正直に、I（アイ）メッセージを使う、自分を責めないなどのアサーティブ・マインド

をもち、円滑な人間関係を築いていくことが大切です。 

 

「ストレスマネジメント教育」 

様 々なストレスに対 する対 処 法 を学 ぶ手 法 です。始 めにストレスについての知 識 を学 び、その

後「リラクゼーション」「コーピング（対処法）」を学習します。危機対応などによく活用されます。 

「ピア・サポート活動」  

「ピア」とは児童・生徒「同士」という意味です。児童・生徒の社会的スキルを段階的に育て、児

童 ・生 徒 同 士 が互 いに支 えあう関 係 を作 るためのプログラム。「ウォーミングアップ」「主 活 動 」

「振り返り」という流れを一単位として、段階的に積み重ねます。 

「ライフスキルトレーニング」 

 自 分の身 体や心 、命を守 り、健 康 に生きるためのトレーニング。「セルフエスティーム（自 尊心）

の維持」「意思決定スキル」「自己主張コミュニケーション」「目標設定スキル」などの獲得を目

指します。 喫煙、飲酒、薬物、性などの課題に対処する方法です。 
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Ⅱ 実践編  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 保護者や関係機関との協働 
 
 
 
 
 
 

教育的 ニーズの把 握や、支援 方針 の検 討、さらには実際の支 援において、学校 内に

ある資 源 だけではなく、保 護 者 はもちろん、福 祉 や医 療 機 関 、巡 回 相 談 や地 域 の相 談

機 関 など地 域 の資 源 も上 手 に活 用 して、ニーズに確 実 に応 えようとする取 組 が進 めら

れています。 

関係機関との連携では、各機関の機能や特徴を知り、目的に応じたチームを構成す

ることがポイントになります。また、情 報 の共 有 や支 援 方 針 の一 致 を図 り、それぞれの専

門性を生かした役割分 担が必要です。関係機 関に一方的に支援を委 ね、アドバイスを

受 けるだけという受 け身 的 な関 りは、連 携 とは言 えません。学 校 が主 体 性 を持 ち、対 等

な関係づくりを心掛けたいものです。 

地 域 にどのような関 係 機 関 があるのかということは、教 育 相 談 コーディネーターだけ

でなく、全ての教職員が知っておくことが重要です。 
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保護者は、子ども

の最大の理解者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支 援 を必 要 とする子 どもたちの教 育 を進 めるためには、保 護 者 の理 解

や協力は特に大切です。教員は、保護者を「子 どもたちの発達と自立 を誰

より願い努 力 する、子どもたちにとっての最 大 の理 解 者」としてとらえること

が必要です。 

定 期 的 かつ日 常 的 に話 し合 いの場 を持 ち、将 来 像 を共 有 し、子 どもた

ちに「教 員 として何 を目指 し、今 、何 をするのか」「保 護 者 として何 を願 い、

今 、何 をするのか」など教 育 ・養 育 上 の課 題 について確 認 し、共 通 理 解 を

図 ります。そのためにも、個 別 教 育 計 画 の作 成 の際 、保 護 者 の願いや考え

を十分に受け止めるようにします。 

（１）保護者との協働 

このような時は教育相談コーディネーターの連絡・調整が必要です 
担任の思いと保護者の思いにずれが生じ、協力関係がうまく築けない状況になることがあ

ります。理由としては 

 ・子どもの「困っていること」や背景の捉え方が担任と保護者で共有できていない場合 

 ・保護者の障害受容ができていない場合 

 ・保護者は受容しても、親戚等の関係で動きづらい場合  等々 

 このような時、教育相談コーディネーターは中立の立場で、保護者の思いや考えを受け止

めながら、担任と保護者の調整役を担います。“子どもの困っていることを軽減し、子ども

の力を少しでも発揮できるよう支援していく”というみんなの思いを再確認しながら、保護

者との信頼関係を構築していきます。 

【保護者と面談する際のポイント】～日頃から保護者と話し合える関係性をつくっておく～ 

① 事 前 に学 校 でケース会 議 を開 き、子 どもの困 り、見 立 て、支 援 内 容 、支 援 の優 先 順 位 、役 割 分

担 等 を検 討 しておく。 

② 事 前 に、保 護 者 へ面 談 の目 的 を伝 える。 

③ 面 談 の際 は、保 護 者 の日 頃 の労 をねぎらうと共 に、面 談 のねらいについて共 有 する。 

④ 子 どもの「困 っていること」を共 有 する。 

・保 護 者 から見 た子 どもの困 り       ・学 校 から見 た子 どもの困 り 

⑤ 子 どもの「困 っていること」の背 景 （特 性 ・強 み等 ）、目 指 す姿 と支 援 の方 針 について共 有 する。 

⑥ 具 体 的 な支 援 策 と優 先 順 位 を確 認 する。 

・学 校 での支 援 策 とそのねらい 

・保 護 者 に協 力 してもらいたい取 組 とそのねらい（保 護 者 が無 理 なく継 続 できる内 容 ） 

⑦ 支 援 策 について、学 校 と保 護 者 で検 討 する際 は、常 に「子 どもの困 っていることは何 か」を軸 に、

子 どもの困 りを軽 減 するための検 討 を進 める。 

⑧ 支 援 経 過 における子 どもの変 化 する姿 （プラスの変 化 、マイナスの変 化 ）を共 有 し、学 校 と保 護

者 で共 通 理 解 のもと、支 援 を継 続 していくことを確 認 する。 

⑨ 子 どもに対 し、学 校 から説 明 する旨について、保 護 者 の了 解 を得 る。 

・子 どもが「困 っていること」への気 づきの促 し    ・子 どもの「なりたい姿 」に向 けた意 識 づけ 

・子 どもが日々取 り組 む具 体 的 内 容  

     ※子 どもの特 性 や発 達 段 階 に応 じて、子 どもに説 明 する内 容 は検 討 する。 
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特 別 支 援 学 校 の

セ ン タ ー 的 機 能

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

自 立 活 動 教 諭

（専 門 職 ）につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

特 別 支 援 学 校 の

セ ン タ ー 的 機 能

の活用について 

 

 

 

本県では、県内を地域 ごとに５ブロックに分け、各地域内の県立特 別支

援学校が連携しながら校内、校外支援を進 める形で、特別支援学 校 のセ

ンター的機能を推進しています。 

特別支援 学校のセンター的機能として、具体的 には、教育相談コーディ

ネーター等 が中 心 となり、地 域 の学 校 への支 援 や保 護 者 等 からの相 談 の

対応とともに、各 種研 修 の開 催や、市 町村により設置している相 談支 援 チ

ームに特別支援学校の教員も加わり、小・中 学 校等の具体的な事例に対

応 しています。加 えて、市 立 特 別 支 援 学 校 を設 置 している横 浜 市 、川 崎

市、横須賀市、藤沢市 においても、各市の仕組みで、特別支援学校のセン

ター的機能を推進しています。 

 

また、本 県 では、平 成 ２０年 度 から、県 立 特 別 支 援 学 校 に理 学 療 法 士

（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）、心理職のいずれかの職種

を、自 立 活 動 教 諭 （専 門 職 ）として配 置 し、病 院 内 設 置 校 である県 立 横

浜南 養護 学 校以 外の各校に１～２名 配 置をしています。そこで、各ブロック

内 の自 立 活 動 教 諭 （専 門 職 ）が連 携 して、専 門 的 な見 地 から、障 害 の状

態や発達段階に応じた、きめ細やかな支援を行っています。 

このように、自 立 活 動 教 諭 （専 門 職 ）は、教 育 相 談 コーディネーターとと

もに、教 育 相 談 チームの一 員 として、地 域 のセンター的 機 能 における専 門

機関としてのチーム力をより発揮させるための役割を担っています。 

 

これまで、地 域 の学 校による特別 支 援 学 校 のセンター的 機 能の活 用 状

況は広がってきていますが、「特別支援学校のセンター的機能をどのように

活 用 していいか分 からない」「どの学 校 の誰 に連 絡 をしたらよいか分 から

ない」という声 も聞 かれます。まずは、近 隣 の特 別 支 援 学 校 へ連 絡 を入 れ

てください。 

【特別支援学校の地域センター的機能について】文部科学省 

①  小・中学校等の教員への支援機能 

②  特別支援教育等に関する相談・情報提供機能 

（来校・電話相談、巡回相談） 

③  障害のある幼児児童生徒への指導・支援機能 

④  福祉、医療、労働などの関係機関等との連絡・調整機能 

⑤  小・中学校等の教員に対する研修協力機能 

⑥  障害のある幼児児童生徒への施設設備等の提供機能 

 

（２）特別支援学校のセンター的機能の活用 
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【相談内容の例】 

〇個々のケースの見立てや支援策について 

  ・行動面 ・学習面 ・集団生活 ・進路 等 

〇教職員向け研修協力 

・発達障害のある児童・生徒の理解 

・視覚障害児者の障害特性、日常の配慮、支援内容 

〇児童・生徒向け授業講師 

 ・総合的な学習の時間、社会体験における学校見学 等 

〇ニーズに応じた情報提供、関係機関への橋渡し 

 例 ・車いすの操作 ・てんかんについて ・進路に関する情報提供  

      ・福祉機関等への橋渡し 等 

     

【手続きの流れについての例】 

① 教育相談コーディネーターから近くの特別支援学校へ電話を入れま

す。 

② 教育相談担当者につなげてもらいます。 

・「教育相談希望」の旨を伝える 

・事前に管理職同士で連絡がされているとスムーズ 

③ 教 育 相 談 担 当 者 へ「困 っていること」「相 談 したいこと」などの課 題

を伝えます。 

④ 特 別 支 援 学 校 の相 談 担 当 者 は、依 頼 者 の相 談 ニーズに、より適 切

に対 応 できる特 別 支 援 学 校 を調 整 するため、ブロック内 ・外 の各 特

別 支 援 学 校 の専 門 性 や特 色 、専 門 職 の配 置 等 を考 慮 しながら検

討します。 

⑤ 依 頼 者 の相 談 に関 わる特 別 支 援 学 校 を調 整 後 、依 頼 者 へ連 絡 を

入れます。 

⑥ 後 日 、相 談 を担 当 する特 別 支 援 学 校 より依 頼 者 へ、相 談 内 容 につ

いての情報収集や、今後の相談の流れについて連絡が入ります。 
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特 別 支 援 学 校 では、センター的

機 能 と し て 、 来 校 相 談 や 電 話 相

談 、幼 稚 園 、小 ・中 学 校 、高 等 学

校 等 への巡 回 相 談 や研 修 会 への

協力等を行っています。 

 教 育 相 談 コー ディ ネ ー タ ー と 共

に、自 立 活 動 教 諭 （専 門 職 ）も教

育 相 談 チームの一 員 として、地 域

を支援します。 

 

神奈川県の支援教育関連資料 

自 立 活 動 教 諭 （専 門 職 ）リーフレ

ット はこちら 
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医療との協働 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉との協働 

 

 

 

 

子どもの状 態について深く理 解するために主 治 医から必 要な知識 や情

報を得ましょう。一般的な情報だけでなく、個別的な情報を収集しましょう。

また、それらを子どもの学校生活の中で生かしていくための助言を得ましょ

う。だた、個 人 情 報 の取 り扱 いについては、プライバシーに配 慮 した慎 重 な

管理を行う必要があります。 

この時に、留意しなければならないことは、治療を目的とする医療と教 育

ではその目 的 が異 なっていることを念 頭 に置 くことです。教 員 は、子 どもの

医療的な対応に流されてしまうのではなく、それぞれの子どもにあった教育

活動を進める上で、主治医からの助言を得ましょう。そして、医療機関等か

ら実際の支援を行う際 には、保護者の同意を得る必要があることを踏まえ

ておきましょう。 

 

学 校 では、児 童 ・生 徒 の問 題 行 動 等 に加 え、児 童 虐 待 や家 庭 内 暴 力

（DV）により、心 身 に被 害 を受 けているケース、学 校 不 適 応 や精 神 疾 患 、

発 達 の課 題 がある児 童 ・生 徒 への対 応 といった、多 岐 に渡 る課 題 への対

応が求められています。 

こうした多 様 な要 因 を背 景 とした相 談 には、学 校 の教 育 機 能 だけでは

対 応 が困 難 な事 例 も多 くあり、家 庭 はもちろん、地 域 社 会 の社 会 資 源 、そ

の他 の関 係機 関と相互 協力して対 応する必要 があります。連携 する際 は、

学 校 において、校 長 のリーダーシップのもと、教 育 相 談 コーディネーターを

中 心 としてスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、自 立 活 動

教 諭 等 の専 門 的 な知 識 や経 験 を有 する者 を含 めた校 内 ケース会 議 の実

施 が必 要 となります。学 校 としての児 童 ・生 徒 の状 況 把 握 、背 景 や見 立

て、支 援 ・指 導 方 針 を検 討 したうえで、関 係 機 関 との役 割 を明 確 にしなが

ら連携を進めていくことが重要となります。 

福祉機 関と連 携をする際は、校長 の判 断のもと、外部との窓口となる担

当 者を明 確にします。教 育 相談 コーディネーターや高等 学 校 等においては

専門性や外部性を備えた SSW の果たす役割が期待されています。 

 

（３）医療と福祉との連携 
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学 校 が関 係 機 関

と連 携 するための

心構え 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 が関 係 機 関 との連 携 を円 滑 にすすめるためには、学 校 が問 題 を抱

え込まず、関係機関に丸投げしないで、学校が主体となってそれぞれの関係

機 関の役 割を明らかにし、専 門 性 をいかしながら、子 どもたちの抱える問題

を解決していかなければなりません。 

子 どもにとって何 が最 善 の利 益 なのかという視 点 で、それぞれの専 門 性

を尊重しつつ、今できていることに着目・確認しながら、これからできることや

優先すべき課題を整理し、連携をすすめることが大切です。 

 

【円滑な連携のためのポイント】 

① 学校は関係機関の役割、システムについて知っておく。 

      ・どのようなことができる機関か  ・どのような専門職がいるのか 

      ・場所はどこか               ・連絡が付く曜日や時間は 

      ・何歳から何歳までが対象か   ・どのようなケースが対象か 

・誰からどのように連絡すればいいのか 

・どのような手続きが必要か 

② 学 校 は児 童 ・生 徒 の抱 える課 題 やその要 因 を見 出 し、学 校 として

の指導方針や期間、役割分担などを明確にする。 

③ 管理職、教育相談コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラ

ー（SC）、スクールソーシャルワーカー（SSW）、学年担当、担任、自

立活動教諭（専門職）等がチームとして児童・生徒に対応する。 

④ 情 報 の集 約 やケース会 議 の運 営 、外 部 との窓 口 などの中 心 的 な

役割を担う教員を明確にする。 

⑤ 管理職が関係機関との連携について理解し判断する。 

⑥ 日ごろから、学校と関係機関は顔の見える連携を心がける。 

⑦ 連携先に伝えること 

・目的を明確に伝える      ・状態像を客観的に伝える  

・相談経過を明確に伝える  ・役割分担を明確にする 

 

※神 奈 川 県 教 育 委 員 会  平 成 ２５年 ３月  関 係 機 関 との連 携 支 援 モデルを基 に作 成  

（４）円滑な連携のポイント 
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 Ⅲ 資料編 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



60 
 
 
 

■用語解説 

  

特別支援教育 

コーディネーター 

校内、校外の福祉・医療など、関係機関との連絡調整役として、また、保護者に対する学校の窓

口としての役割を担うキーパーソン。国が配置を進めている。主に障害のある子どもに対応する。 

インテグレーション 

（統合教育）

Integration 

障害があるというだけで特別支援学校や特別支援学級に委ねるのではなく、個々の子どもたちの

教育的ニーズによっては、できるだけ通常の学校や学級で障害のない子どもたちと共に過ごし、

共に教育を受けるようにするべきであるという考え方。 

インクルージョン 

（包含） 

Inclusion 

障害の有無にかかわらず全ての人を包括して、一人ひとりの教育的ニーズ に応じた教育

や教育的支援を展開していくという考え方。これに基づくインクルージョン教育では、障害

や特別な教育的ニーズを持つ子どもたちを含めた一元的な教育の創造を目指している。 

インクルーシブ 

教育システム 

inclusive education 

system 

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで

発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障

害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」（署

名時仮訳：教育制度一般）から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教

育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされてい

る。 

※文部科学省 平成24年７月 「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築

のための特別支援教育の推進(報告)」より抜粋 

ノーマライゼーション 

Normalization 

障害のある者も障害のない者も、同じように社会の一員として社会活動に参加し、自立して生活す

ることのできる社会を目指すという理念。 

自立活動 

障害による学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服するための指導領域。平成29年４

月公示の「特別支援学校小学部・中学部学習指導要領」では、27項目の要素が６区分に分

類・整理され示されており、「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害による学習上又は生

活上の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、心身

の調和的発達の基盤を培う」ことを目標としている。 

個別の支援計画 

乳幼児期から学校卒業後までの長期的な視点に立って、医療、保健、福祉、教育、労働などの

関係機関が連携して、障害のある子ども一人ひとりのニーズに対応した支援を効果的に実施

するための計画。その内容としては、障害のある子どものニーズ、支援の目標や内容、支援を行

う者や機関の役割分担、支援の内容や効果の評価方法などが考えられる。 

個別の教育支援計画 

「個別の教育支援計画」とは、他機関との連携を図るための長期的な視点に立った計画であ

り、一人一人の障害のある子どもについて、乳幼児期から学校卒業後までの一貫した長期的

な計画を学校が中心となって作成する。作成に当たっては関係機関との連携が必要。また保護

者の参画や意見等を聴くことなどが求められる。 

※文部科学省 「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」について を基に作成 

個別の指導計画 

「個別の指導計画」とは、指導を行うためのきめ細かい計画であり、幼児児童生徒一人一人の

教育的ニーズに対応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。例えば、単元や

学期、学年等ごとに作成され、それに基づいた指導が行われる 

※文部科学省 「個別の指導計画」と「個別の教育支援計画」について を基に作成 

個別教育計画 

神奈川県の特別支援学校で推進してきた、ライフステージと地域生活を考慮し、学校における

教育活動全般にわたりチームで作成する計画。自立活動だけではなく、教科指導も含めた学

校における教育活動全般にわたるもの。 

支援シート 

（個別の支援計画） 

神奈川県内で使用する統一した書式。子どもにかかわる教職員･本人･保護者と共に、ライフス

テージに沿った継続的な支援を目的に作成する支援シートⅠと関連機関による支援が必要で

ケース会議が開かれるような場合に作成する支援シートⅡ がある。  
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言語障害 

話し方や発音などにおいて、コミュニケーションに支障をきたすことがあり、聞き手に話の内容

が理解されにくく、そのために社会生活を送る上で困難がある状態をいう。 

言語障害には、構音障害、吃音、言語発達の遅れ、音声障害などがある。このうち、構音障害と

は、その地域の同年齢の子どもたちができる発音が正しくできないために、聞き手に話の内容

が理解されにくい状態である。他の音で置き換えたり、子音を省略したり、「ひずみ音」になっ

たりすること等である。障害の原因は様々であるが、特に口蓋裂や難聴が原因の場合には、医

療との密接な連携が必要である。また、他人の話し方との違いを意識するあまり、人前に出るこ

とを避けるようになることや話さなくなることもあるため、言葉の機能の改善とともに心理面で

の援助も必要になる。 

視覚障害 

眼球や視神経、又は大脳の視覚中枢などの障害により視力の低下や視野の偏り等、見る機能

が不自由である場合や不可能な状態をいう。両眼の矯正視力が おおむね 0.3 未満の子ども

たちには、教育上特別な配慮が必要となる。拡大鏡等を使用しても通常の文字、図形等を視覚

的に認識するのが不可能又は、著しく困難な場合を「盲者」としている。そして、困難な場合は

「弱視者」とされる。「弱視者」の場合は、視力を活用した教育が環境等を整えることで可能に

なるといえる。 

聴覚障害 

耳の機能、聴神経、聴覚中枢等の機能的な原因のため、聞く力が不十分（難聴）であったり、聞こ

えなかったりする状態（聾＝ろう）をいう。聞こえの程度は聴力レベルで示し、デシベル（dB）とい

う単位で表す。一般にオージオメーターを使用して検査測定するが、その数値が大きいほど聴

力損失が大きく、聞こえにくい状態を示す。両耳の聴力レベルがおおむね 60dB 以上で、補聴

器などを使っても通常の話声を理解することが不可能又は著しく困難な場合、「ろう者」とい

う。音や言葉は、外耳、中耳、内耳、聴神経、大脳の聴覚中枢の順に経由して受容されるが、こ

れらのうちどこに障害が起きても、音や言葉は伝わりにくくなる。このうち、外耳から中耳までの

間のどこかに障害のあるものを「伝音性難聴」といい、内耳から脳までの間に障害があるもの

を「感音性難聴」、両方の障害があるものを「混合性難聴」という。 

情緒障害 

情緒の現れ方が偏っていたり、その現れ方が激しかったりする状態を、自分の意志ではコント

ロールできないことが継続し、学校生活や社会生活に支障となる状態をいう。他人との意思疎

通及び対人関係の形成が困難である、心理的な要因による選択性緘黙などがあるなどして、

社会生活への適応の支障となる。選択性緘黙は、一般に発声器官･機能的な障害がないの

に、心理的な要因により、特定の状況で音声やことばを出せず、支障のある状態をいう。 

肢体不自由 

大脳の運動中枢や神経、あるいは筋肉、骨･関節などの諸器官が損傷を受け、四肢あるいは体

幹に運動機能の障害が生じ、補装具を使っても歩行や筆記など日常生活に必要な基本的な

動作が不可能あるいは難しい状態をいう。また、常に医学的観察指導が必要な状態も含む。 

原因となる疾患は脳性まひ（Cerebral Palsy）、進行性筋ジストロフィー症など、中枢神経を

含めた神経や筋肉が損傷を受けるもの、先天性股関節脱臼、骨形成不全症、骨･関節結核、ペ

ルテス病、脊柱側わん症、二分脊椎、骨や関節に損傷を受けたものなど、様々である。しかし、

ポリオのように予防ワクチンの活用や公衆衛生制度の確立などにより激減した疾患も多く、現

在の特別支援学校の肢体不自由教育部門などでは、脳性まひや脳障害の後遺症による肢体

不自由児が大半を占めている。脳性まひとは、受胎から新生児期までに大脳に非進行性の病

変が生じることによる運動･動作の不自由をいう。随意動作がうまくできなかったり、不随意の

運動が起こったり、筋緊張の高まりがみられたりする。脳の病変の位置によっては、感覚･認知

面などの障害があることもある。 



62 
 
 
 

 

 

■用語解説（ＤＳＭ―５より抜粋） 
世界的に活用されている診断基準としてアメリカ精神医学会（American Psychiatric Association 略

称：ＡＰＡ）が編集した「精神疾患の診断・統計マニュアル第５版」（Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders、 Fifth Edition 略称：ＤＳＭ－５）やＷＨＯが編集した「疾病及び関連保健問題の国際統

計分類第１０版」 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems10. Revision 略称：ＩＣＤ-10)がありますが、ここからはＤＳＭ－５の抜粋により用語解説をします。 

※（ ）内はこれまでの名称です。 

病弱･身体虚弱 

病弱とは、病気が慢性的で長期にわたる見込みのもので、その間、医療又は健康状態の維持･

改善などを図るために、病院に入院しての治療や、身体活動、食事などについて制限を行うな

どの生活規制を、継続的に必要とする状態のことをいう。こうした障害の状態の子どもたちの

病気の種類としては、気管支喘息、腎炎･ネフローゼなどの腎臓病、肥満、精神疾患、悪性新生

物、小児アレルギーなど、多様化している。また、身体虚弱とは、先天的、後天的な種々の原因に

より身体機能が低下して、病気に対する抵抗力を失ったり、こうした現象を起こしやすかったり

するために、継続して生活規制を必要とする状態をいう。 

神経発達症群 

（発達障害） 

発達期に発症する一群の疾患である。典型的には発達期早期、しばしば小中学校入学前に明

らかとなり、個人的、社会的、学業、または職業における機能の障害を引き起こす発達の欠陥に

より特徴づけられる。神経発達症群には、知的能力障害群、コミュニケーション症群、自閉スペ

クトラム症、注意欠如・多動症、限局性学習症、運動症群等がある。 

限局性学習症 

ＳＬＤ 

Specific 

Learning 

Disorder 

（学習障害／ 

ＬＤ） 

本質的な特長の１つとして、長年にわたる正規の学校教育期間(すなわち、発達期)中に始ま

り、基本となる学業的技能を学習することの持続的な困難さがあげられる。基本的な学業的技

能としては、単語を正確かつ流暢に読むこと、読解力、書字表出および綴字、算数の計算、そし

て数学的推理（数学的問題を解くこと）が含まれる。これは、学習機会の不足または不適切な

教育の結果ではない。学習困難は持続的であって、一時的なものではない。小児期や思春期

の子どもにおいて“持続的”とは、家庭や学校で特別な援助を提供されたにもかかわらず、学

習における進展が６カ月以上制限されていること(すなわち、その人が同級生に追いついてい

る証拠がないこと)と定義される。 

注意欠如・多動症 

ＡＤＨＤ 

Attention-Deficit 

Hyperactivity 

-Disorder 

(注意欠陥・ 

多動性障害) 

注意欠如・多動症は１２歳になる前から出現し、少なくとも６カ月以上持続するものである。基

本的特徴は、機能または発達を妨げるほどの、不注意と多動性－衝動性、またそのいずれかの

持続的な様式である。不注意は、課題から気がそれること、忍耐の欠如、集中し続けることの困

難、およびまとまりのないこととして、注意欠如・多動症で行動的に明らかになるが、それらは反

抗や理解力の欠如のためではない。多動性は、不適切な場面での（走り回る子どもといった）

過剰な運動活動性、過剰にそわそわすること、過剰にトントン叩くこと、またはしゃべり過ぎること

を指している。衝動性とは事前に見通しを立てることなく即座に行われる、および自分に害とな

る可能性の高い性急な行動(例：注意せず道に飛び出す)のことである。 

自閉スペクトラム症  

ＡＳＤ 

Autism Spectrum 

Disorder 

（自閉症、 

広汎性発達障害、 

アスペルガー 

症候群、 

自閉症 

ＤＳＭ－５では、広汎性発達障害が、自閉スペクトラム症に変更された。 

自閉スペクトラム症の診断基準の主な柱は次のとおりである。 

①持続する相互的な社会的コミュニケーションや対人的相互反応の障害 

②限定された反復的な行動、興味、または活動 

これらの症状は幼児期早期から認められ、日々の活動を制限するか障害するものとしている。

機能的な障害が明らかとなる局面は、個々の特性や環境によって異なる。主要な診断的特徴

は発達期の間に明らかとなるが、治療的介入、代償、および現在受けている支援によって、少な

くともいくつかの状況ではその困難さが隠されているかもしれない。障害の徴候もまた、自閉症

状の重症度、発達段階、暦年齢によって大きく変化するので、それゆえに、スペクトラムという単
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■学校に関係した教育的資源 

スペクトラム、 

高機能自閉症） 

語で表現される。自閉スペクトラム症は、以前には早期幼児自閉症、小児自閉症、カナー型自

閉症、高機能自閉症、非定型自閉症、特定不能の広汎性発達障害、小児期崩壊性障害、およ

びアスペルガー障害と呼ばれていた障害を包括している。 

知的能力障害 

（知的障害） 

発達期に発症し、全般的知能の欠陥と、個人の年齢、性別、および社会文化的背景が同等の

仲間達と比べて、日常の適応機能が障害されることである。 

必要とされる支援のレベルを決めるのは適応機能であるため、重症度のレベルはそれぞれ IQ

の値ではなく適応機能に基づいて定義される。 

教育的資源  内  容 

幼稚園 

小・中・高等学校 

中等教育学校 

校長（園長を含む）のリーダーシップのもと、担任、教育相談コーディネーター、養護教諭その他

校内の教員などの校内資源を活用し、全校的な支援体制を整え、支援を必要とする子どもたち

の教育的ニーズに応じた支援に取り組む。ケース会議などを行い、子どもの実態を把握し、様々

な人材の協力と活用により、教室環境の改善、授業方法の工夫及び個に応じた支援を考えて

展開する。 

特別支援学校 

 

 

視覚障害教育部門、聴覚障害教育部門、知的障害教育部門、肢体不自由教育部門、病弱･身

体虚弱教育部門等がある。地域の様々な障害種の子どもたちの教育的ニーズに対応できる専

門性を備えた学校として期待されている。また、地域の幼稚園、小･中･高等学校、中等教育学

校等の要請に応じ、個別の支援計画の策定の援助や具体的な支援の方法について助言する

等、地域の特別支援教育のセンター的機能も果たす。神奈川県では、地域のセンターとして、支

援のためのネットワーク作り、教育相談、公開研修会、ボランティア養成講座等にも取り組んで

いる。 

県立特別支援学校には自立活動教諭として、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理職、

看護師を配置している。 

●津久井（知・肢）

●※相模原（知）

●相模原中央支援
（視・聴・知・肢）

●※麻生（知・肢）

●※伊勢原（知）

秦野（病・知・肢）
●

●平塚（知・肢）

湘南（知）●

●平塚盲（視）

●平塚ろう（聴）

●茅ケ崎
（知・肢）

●※藤沢（知）

●※小田原（知・肢）

●※高津（知）

●※座間（知・肢）

●※武山（知・肢）

■岩戸（知・肢）

●※鎌倉（知・肢）

●※中原（知・肢）

●※鶴見（知）●※みどり（知）

●※瀬谷（知）

●※三ツ境（知・肢）

●※保土ケ谷（知）

●横浜南（病）

●※金沢（知・肢）

▲白浜（知）●

■

横浜ひなたやま支援（知）

● 県立特別支援学校
▲ 藤沢市立特別支援学校
■ 県立特別支援学校（高等部のみ）
※分教室設置校

●えびな支援（知･肢）

●あおば支援
（知・肢）

 

特別支援学校分教室

（高等部のみ） 

 

神奈川県内では特別支

援学校の過大規模化に

対応するとともに、知的

障害のある生徒の新た

な学習の場として、県立

高校の教室を活用した

分教室を設置している。 
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その他にも、国際教室やフリースクールなどがあります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学級 

対象：知的障害､肢体不

自由､病弱･身体虚弱､

弱視､難聴､言語障害､

自閉症･情緒障害 

小･中学校に障害の種別ごとに置かれる少人数の学級（８人を上限）で、特別な教育課程を編

成することができる。教科学習を中心に指導する場合から、領域･教科を合わせた特別支援学

校知的障害教育部門のような指導を展開するなど、子どもたちの状態に応じて柔軟に対応で

きる。 

通常の学級との連携により、子どもたちの実態に合わせ、学習効果を上げ、社会性を育むため

に、交流や共同学習を取り入れて指導の幅を広げる取組を行う。 

通級指導教室 

対象：小・中学校・高等

学校・中等教育学校の

通常の学級に在籍し、

言語障害、自閉症、情緒

障害、学習障害、注意欠

陥多動性障害、弱視、難

聴等、障害の状態に応

じた指導を必要とする

子どもたち 

 

ほとんどの授業を通常の学級で受けながら、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場

（通級指導教室）で受ける指導形態。通常の学級に在籍する支援を必要とする子どもたちの教

育に対して、校内及び地域の支援資源として重要な役割を果たす。 

小・中学校の指導時間については、障害等の状態に応じた特別の指導（必要があれば各教科

の内容を補充するための特別な指導を含める）の指導時間枠を弾力化できる。 

ただし、高等学校においては、国の通知や県教育委員会の要綱、要綱の運用に基づき、学校ご

とに通級指導教室の特別の教育課程を編成する。また、通級による指導の授業時数は、年間３

５単位時間（1 単位時間は５０分）を 1 単位とする。 

※神奈川県においては、保土ケ谷高等学校、生田東高等学校及び綾瀬西高等学校に、自閉

症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害を主たる障害とする生徒を対象とした通級指導

教室を平成３０年度より導入し、令和２年度より横浜修悠館高等学校で他校通級指導を導入し

た。 

教育支援センター 

（適応指導教室）等 

対象：様々な理由から

不登校の状態にある子

どもたち 

不登校児童・生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改

善のために、相談･適応指導（学習指導を含む）を行うことにより、その学校復帰を支援し、これ

により不登校児童・生徒の社会的自立に資することを目的として支援を行う。民間施設やＮＰＯ

（民間非営利団体）においても様々な取組が行われているので、積極的な連携を図ることが望

まれる。 
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■相談窓口の例  
神奈川県立青少年センター発行「子ども・若者相談機関案内（令和３年２月改訂）」を基に 

作成しています。電話番号などの詳細は HP 等でご確認ください。 

 

【 教育相談 】 不登校、いじめ、進路、子育て、しつけ等、学校教育、家庭教育上の相談 

○文部科学省 「24時間子供ＳＯＳダイヤル」  0120-0-78310 

○神奈川県立総合教育センター教育相談課 

総合教育相談・不登校ほっとライン                              

発達教育相談                                                  

来所相談                                                    

教員相談                                                       

２４時間子どもＳＯＳダイヤル                                       

対象年齢：３歳から18歳位（主として幼児、小・中・高校生） 

相談内容：不登校、いじめ、障害のある子ども、発達障害などの教育や子育てに関する相談、 

体罰やスクールセクハラに関する相談 

相談形態：電話、来所（予約制）、Eメール、学校訪問 

○市町村の教育相談機関（相談センター、相談室、教育研究所など） 

○特別支援学校 

【 児童福祉相談 】子育ての不安や子どもの発達に関わる相談、非行等の相談、心理学・医学的立場からの助言

（※障害の種別による手帳の種類などについてはＰ６７参照） 

○神奈川県立総合療育相談センター       

○児童相談所 (  )内は所管区域 

・神奈川県中央児童相談所（藤沢市、茅ヶ崎市、大和市、寒川町） 

・神奈川県平塚児童相談所（平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町） 

・神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所（鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町） 

・神奈川県小田原児童相談所 

（小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町） 

・神奈川県厚木児童相談所（厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、 愛川町、清川村） 

・横浜市中央児童相談所（鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区） 

・横浜市西部児童相談所（保土ケ谷区、旭区、泉区、瀬谷区） 

・横浜市南部児童相談所（港南区、磯子区、金沢区、戸塚区、栄区） 

・横浜市北部児童相談所（港北区、緑区、青葉区、都筑区） 

・川崎市こども家庭センター（川崎区、幸区、中原区） 

・川崎市中部児童相談所（高津区、宮前区） 

・川崎市北部児童相談所（多摩区、麻生区） 

・相模原市児童相談所（相模原市） 

・横須賀市児童相談所（横須賀市） 

○市町村子育て支援課、子ども家庭課、福祉課、こども青少年相談課、家庭児童相談室など 

0466-81-0185 

0466-84-2210 

0466-81-8521 

0466-81-8521 

0466-81-8111 
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【 青少年相談 】  不登校、養育不安、不良交友、非行等青少年問題全般の相談 

○かながわ子ども・若者総合相談センター（ひきこもり地域支援センター） 

○神奈川県西部青少年サポート相談室  

○神奈川県警察少年相談・保護センター 

【 転編入の相談 】 転入学、編入学の相談 

○神奈川県転編入学情報センター    

【 心と体の相談 】 心と体についての様々な悩みの相談 

○神奈川県精神保健福祉センター「こころの電話相談」 

○市町村の神奈川県保健福祉事務所 

○市町村の保健所 

【 福祉相談 】ひとり親家庭、子どもの福祉、身体障害者、知的障害者等への援助等社会福祉に関する相談     

○市町村障害福祉課、福祉事務所、福祉保健センターなど 

【 経済的な問題に関する相談 】 生活保護に関する相談    

○市福祉事務所 生活保護担当  

○県保健福祉事務所 生活福祉課 

【 人権相談 】 いじめや不登校、体罰、対人関係でのトラブル等子どもたちの人権に関する相談 

○横浜地方法務局 人権擁護課           

○子どもの人権110番              

○みんなの人権110番                 

【 発達障害に関する相談 】   

○発達障害者支援センター  

・神奈川県発達障害支援センター かながわＡ（エース） 

（県内の政令指定都市以外の市町村にお住まいの方） 

・横浜市発達障害者支援センター   （横浜市にお住まいで18歳以上の方）     

・横浜市学齢後期発達相談室くらす （横浜市にお住まいで中学・高校年齢の方） 

・川崎市発達相談支援センター     （川崎市にお住まいで小学生以上の方）    

・相模原市発達障害支援センター   （相模原市にお住まいの方）         

相談内容：発達障害児（者）とその家族、関係機関等から日常生活でのさまざまな相談 

【 外国につながりのある子どもに関する相談 】   

○あーすぷらざ外国人教育相談窓口（神奈川県立地球市民かながわプラザ２Ｆ 情報フォーラム内）   

【DV相談】 

○神奈川県配偶者暴力相談支援センター 

○内閣府ＤＶ相談ナビ      

○市町村の女性相談窓口 

【その他の相談】 

○女性の人権ホットライン   

○ＬＧＢＴ情報・支援団体 特定非営利活動法人 SHIP（SHIPにじいろキャビン） 

〇性的マイノリティ派遣型個別専門相談 「かながわＳＯＧＩ派遣相談」   

○かながわ性犯罪・性暴力被害者ワンストップ支援センター「かならいん」 
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■障害者手帳の種類    
 （障害の種別により、３種類の手帳があります。） 

※神奈川県 平成31年１月 「障害児者のための制度案内」を基に作成 

 

療育手帳※注）判定基準  障害程度 判定の基準 

※注）横浜市は「愛の手帳」という名称を使っている。市町村により名称が違う場合がある。 
※神奈川県 平成31年１月 「障害児者のための制度案内」より抜粋 

 

 

 

 

手  帳 内      容 交 付 対 象 な ど 

 

身体障害者

手帳(身体

障害者) 

 

１～６級 

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、

様々なサービスを利用するために必要な手帳

です。障害の程度によって１級から６級までに

区分されます。ただし、肢体不自由について

は、７級に該当する障害が二以上重複する場

合は、６級とします。また、交付を受けた後、障

害程度が変化した場合には再認定を受けるこ

とができます。 

視覚･聴覚･平衡機能･音声機能･言語機能･そしゃく

機能･肢体 (上肢･下肢･体幹･乳幼児期以前の非進

行性の脳病変による運動機能障害) ･心臓機能･じん

臓機能･呼吸器機能･ぼうこう･直腸機能･小腸機能･

免疫機能･肝臓機能に永続する障害がある方。 

※障害者総合支援法（改正障害者自立支援法）の成

立により、難病等（治療方法が確立していない疾病そ

の他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる

障害の程度が、厚生労働大臣が定める程度である者

《難治性疾患克服研究事業の対象である 130 疾患

及び関節リウマチ》）が、障害者の範囲に加えられま

した。 

療育手帳 

Ａ１～ 

Ｂ２ 

療育手帳は、知的障害のある方が一貫した療

育･援護を受け、様々なサービスを利用するた

めに必要な手帳です。 

児童相談所又は総合療育相談センター（障害者更生

相談所）で知的障害と判定された方。 

精神障害者

保健福祉手

帳 

 

１～３級 

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障

害の状態にあると認定して手帳を交付するこ

とにより、手帳の交付を受けた方に対し、各種

の支援策が講じられることを促進し、精神障

害者の自立と社会復帰、社会参加の促進を図

ることを目的としています。 

精神障害のために日常生活又は社会生活上に制限

があると認められた方で、手帳の交付を希望する方

が対象です。ただし、精神障害を支給事由とする年金

を受給中か、精神障害と診断された日から６ヶ月以上

経過していることが必要です。 

 

最重度 

Ａ１ 

１ 標準化された検査により判定した結果を指数化したもの(以下「指数」という。）が、おおむね 20 以下

のもの。 

２ 指数がおおむね 21 以上 35 以下のもので、身体障害者福祉法に基づく障害等級（以下「障害等級」

という。）の１級、２級又は３級に該当するもの。 

重度  

Ａ２ 

１ 指数がおおむね 21 以上 35 以下のもので、上記Ａ１に該当しないもの。 

２ 指数がおおむね 36 以上 50 以下のもので、障害等級の１級、２級又は３級に該当するもの。 

中度  

Ｂ１ 

指数がおおむね 36 以上 50 以下のもので、上記Ａ２に該当しないもの。  

軽度  

Ｂ２ 

１ 指数がおおむね 51 以上 75 以下のもの。 

２ 指数が境界線級であって、かつ、自閉症の診断書があり、県内の児童相談所(横浜市、川崎市、相模原

市を除く。)又は県立総合療育相談センターの長が認めたもの。 
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■関係資料一覧 
支援を必要とする児童・生徒の教育については、本冊子の他、県教育委員会や県立総合教育センターが発

行した冊子や手引き書等を参考にしてください。資料は、県立総合教育センターの教育図書室で閲覧すること

ができます。また、県立総合教育センターの研究成果物はホームページからダウンロードが可能です。 

 

 

名   称 発行年月 発 行 

インクルーシブな学校づくりVer.3.0 令和 2 年３月 県立総合教育センター 

インクルーシブな学校づくりVer.2.1 平成３１年３月 県立総合教育センター 

インクルーシブな学校づくりVer.1.1 平成３１年３月 県立総合教育センター 

不登校対策の基本と支援のポイント 誰もが和らぐ学校を目指して～

不登校に悩む子どもや保護者への温かな支援～ 
平成３１年３月 県教育委員会 

自己肯定感を高めるための支援プログラム（家庭・地域向け 概要

版） 
平成３１年２月 県教育委員会 

かながわのインクルーシブ教育の推進 平成２７年１０月 県教育委員会 

教育相談センターの事例から見た 

対人関係につまずきのある高校生への効果的な支援 
平成２７年１０月 県立総合教育センター 

教育相談センターの事例から見た 

高校生への効果的な学習支援 
平成２６年１１月 県立総合教育センター 

いじめのない学校づくりのために ～小学校・中学校・高等学校・特

別支援学校 校種を越えたメッセージ～ 
平成２６年５月 県立総合教育センター 

教育相談センターの事例から見た 

高校生への効果的な特別指導 
平成２５年１１月 県立総合教育センター 

人権教育ハンドブック 平成２９年４月 県教育委員会 

学校のいじめ初期対応のポイント 平成２５年３月 県教育委員会 

生徒の自己理解を促す共感的な対話 平成２５年２月 県立総合教育センター 

学校ができる 教員ができる 不登校の未然防止 平成２４年４月 県立総合教育センター 

｢つくる｣｢ささえる｣｢つなぐ｣学校が元気になる支援教育 平成２３年３月 県立総合教育センター 

明日から使える支援のヒント 

～教育のユニバーサルデザインをめざして～ 
平成２２年３月 県立総合教育センター 

外国につながりのある児童・生徒への支援のために Ｑ＆Ａ 平成２２年２月 県教育委員会 

はじめよう ケース会議 Ｑ＆Ａ 平成２１年３月 県立総合教育センター 

学校生活や友だち関係で困難を抱えるあなたへ【中高生版】 平成２１年３月 県立総合教育センター 

登校支援のポイントと有効な手立て｢誰もが和らぐ学級を目指して｣ 平成２０年３月 県教育委員会 

社会性に困難を抱える子どもの理解と支援－アスペルガー症候群と

呼ばれる子ども－【小学生版】 
平成２０年３月 県立総合教育センター 

支援が必要な子どものための「個別の支援計画」～｢支援シート｣

を活用した｢関係者の連携｣の推進～（改訂版） 
平成１８年３月 県教育委員会 

これからの支援教育の在り方（報告） 平成１４年３月 
これからの支援教育の在

り方検討協議会 



■
支

援
教

育
に
関

連
す
る
年

表
国
際
的
な
動
向

国
の
動
向

神
奈
川
県
の
動
向

昭
和
23

19
48

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
の
教
育
が
、
義
務
教
育
と
し
て
認
め
ら
れ
る

昭
和
54

19
79

養
護
学
校
教
育
義
務
化

昭
和
55

19
80

「
国
際
障
害
分
類
（
IC

ID
H）

」

昭
和
56

19
81

「
国
際
障
害
者
年
」

昭
和
57

19
82

県
立
第
二
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置

昭
和
58

19
83

「
国
連
・
障
害
者
の
十
年
」

（
～
19

92
）

昭
和
61

19
86

「
心
身
障
害
児
の
多
様
な
教
育
形
態
あ
り
方
研
究
協
議
会
」
（
～
昭
和
62

）

昭
和
62

19
87

「
幼
稚
園
・
小
学
校
・
中
学
校
及
び
高
等
学
校
の
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
に
つ
い
て
（
答
申
）
」

昭
和
63

19
88

「
多
様
な
教
育
形
態
に
よ
る
実
験
校
事
業
」
（
～
平
成
４
）

平
成
元

19
89

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」

（
第
44

回
国
連
総
会
）

平
成
２

19
90

「
万
人
の
た
め
の
教
育
に
関
す
る
国

際
会
議
」

適
応
指
導
教
室
事
業
開
始

「
『
神
奈
川
県
』
障
害
児
教
育
あ
り
方
研
究
協
議
会
」
（
～
平
成
３
）

平
成
３

19
91

「
特
殊
教
育
課
」
か
ら
「
障
害
児
教
育
課
」
へ

平
成
４

19
92

「
学
校
教
育
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
」
＜
学
校
週
五
日
制
実
施
＞

「
登
校
拒
否
（
不
登
校
）
問
題
に
つ
い
て
ー
児
童
・
生
徒
の
『
心
の
居
場
所
づ
く
り
』
を
目
指
し
て
ー
」

平
成
５

19
93

「
障
害
者
の
機
会
均
等
化
に
関
す
る

標
準
規
則
」

（
第
48

回
国
連
総
会
）

通
級
に
よ
る
指
導
の
制
度
化

「
障
害
者
基
本
法
」

新
し
い
視
点
の
就
学
指
導

平
成
６

19
94

「
特
別
な
ニ
ー
ズ
教
育
に
関
す
る
世

界
会
議
」
（
ユ
ネ
ス
コ
）

「
サ
ラ
マ
ン
カ
宣
言
」

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」
批
准

「
第
二
次
福
祉
長
期
行
動
計
画
」
＜
基
本
理
念
：
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
イ
ン
ク

ル
ー
ジ
ョ
ン
＞

平
成
７

19
95

平
成
９

19
97

「
か
な
が
わ
新
総
合
計
画
21

」

平
成
10

19
98

「
心
の
教
室
相
談
員
」
の
配
置
の
開
始

平
成
11

19
99

「
学
習
指
導
要
領
」
改
訂

「
学
習
障
害
児
に
対
す
る
指
導
に
つ
い
て
（
報
告
）
」

「
ス
ク
ー
ル
・
サ
ポ
ー
ト
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
SS

P）
」
開
始

平
成
12

20
00

｢学
習
障
害
（
LD

）
児
に
対
す
る
指
導
体
制
の
充
実
事
業
｣(

委
託
事
業
)(

～
平
成
13

）

平
成
13

20
01

「
国
際
障
害
分
類
（
IC

ID
H)

」
が
、

「
国
際
生
活
機
能
分
類
（
IC

F）
」
に

改
定

（
WH

O総
会
）

「
21

世
紀
の
特
殊
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
～
一
人
ひ
と
り
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
特
別
な
支
援
の
在
り
方

に
つ
い
て
～
（
最
終
報
告
）
」

中
央
省
庁
の
再
編
整
備
に
よ
り
、
文
部
省
と
科
学
技
術
庁
が
統
合
し
文
部
科
学
省
と
な
る

「
心
と
行
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
－
心
の
サ
イ
ン
を
見
逃
す
な
、
『
情
報
連
携
』
か
ら
『
行
動
連
携
』
へ
」

平
成
14

20
02

「
障
害
者
基
本
計
画
」
（
平
成
15

年
度
か
ら
平
成
25

年
度
ま
で
の
10

年
間
）

「
重
点
施
策
実
施
５
か
年
計
画
（
新
障
害
者
プ
ラ
ン
）
」
（
平
成
15

年
度
か
ら
）

「
学
校
教
育
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
」
＜
就
学
基
準
見
直
し
＞

県
立
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
設
置

「
学
習
障
害
（
Ｌ
Ｄ
）
児
に
対
す
る
指
導
体
制
の
充
実
事
業
」
（
委
託
事
業
）

「
学
力
向
上
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
業
」

「
こ
れ
か
ら
の
支
援
教
育
の
在
り
方
（
報
告
）
」

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
活
用
調
査
研
究
委
託
事
業

サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
等
地
域
支
援
シ
ス
テ
ム
づ
く
り
推
進
事
業

69



国
際
的
な
動
向

国
の
動
向

神
奈
川
県
の
動
向

平
成
15

20
03

「
今
後
の
特
別
支
援
教
育
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
最
終
報
告
）
」

「
今
後
の
不
登
校
へ
の
対
応
の
在
り
方
」

「
適
応
指
導
教
室
整
備
指
針
（
試
案
）
」

「
特
別
支
援
教
育
推
進
体
制
モ
デ
ル
事
業
」
（
～
平
成
16

）
「
特
別
支
援
教
育
実
践
校
連
絡
会
」
（
～
平
成
16

）
不
登
校
児
童
・
生
徒
の
た
め
の
野
外
活
動
プ
ロ
グ
ラ
ム

平
成
16

20
04

「
発
達
障
害
者
支
援
法
」
の
制
定

「
小
・
中
学
校
に
お
け
る
LD

（
学
習
障
害
）
、
AD

/H
D（

注
意
欠
陥
／
多
動
性
障
害
）
、
高
機
能
自
閉
症
の

児
童
生
徒
へ
の
教
育
支
援
体
制
の
整
備
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
試
案
）
」

「
障
害
者
基
本
法
」
が
一
部
改
正

子
ど
も
と
親
の
相
談
員
の
配
置
開
始

「
学
校
と
関
係
機
関
等
と
の
連
携
を
一
層
推
進
す
る
た
め
に
」

「
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
対
策
重
点
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
策
定

「
不
登
校
児
童
・
生
徒
へ
の
支
援
の
た
め
に
-全

県
あ
げ
て
の
取
組
に
向
け
て
-」

「
不
登
校
の
未
然
防
止
・
早
期
解
決
の
た
め
に
」

平
成
17

20
05

「
障
害
者
自
立
支
援
法
」
制
定

「
特
別
支
援
教
育
を
推
進
す
る
た
め
の
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
（
答
申
）
」
公
表

「
義
務
教
育
課
」
「
障
害
児
教
育
課
」
か
ら
「
子
ど
も
教
育
支
援
課
」
へ

「
特
別
支
援
教
育
体
制
推
進
事
業
」
（
委
託
事
業
）

平
成
18

20
06

「
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」

採
択

（
第
61

回
国
連
総
会
）
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精神疾患の急激な発症や悪化、自傷他害行為が起こった場合のアクセス先を知りましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                    

                                    

 

 

 

 

                                                        

≪平日昼間≫ 

＊かかりつけ医（主治医）がいる場合   →  かかりつけ医（主治医）に相談しましょう！（本人保護者の了解のもと、日頃から連携しましょう） 

 ＊かかりつけ医（主治医）がいない場合  →  保護者と連絡をとりながら近隣の医療機関や保健所（裏面参照）に今後の対応を相談しましょう！ 

＊自傷行為や他害行為が発生した場合   →  学校の判断で警察（裏面参照）に連絡してください！  
警察の判断で、必要に応じて、保護及び精神保健福祉法に基づく警察官通報（★２）が行われます。 

※虐待の通報と同様に、家族の同意がなくても、本人や周囲の安全を優先し、学校から警察に連絡できます。 

※状況に応じて 119番通報も行いましょう。 

≪夜間・休日≫ 

＊精神科救急医療情報窓口（★１）に相談しましょう！ 

【受付電話】045-261-7070 

【受付時間】平日 ： 午後５時から翌日午前８時（翌日が土日祝祭日等の場合午前８時半） 
土日祝祭日及び年末年始 ： 午前８時半から翌日午前８時半（翌日が平日の場合午前８時） 
 

＊状況に応じて警察に連絡しましょう！ 

警察の判断で、必要に応じて、保護及び精神保健福祉法に基づく警察官通報（★２）が行われます。 

 

神奈川県では精神科救急医療体制を４県市（県､横浜市､川崎市､相模原市）協調で整備しています｡（右図参照） 

 

★１ 精神科救急医療情報窓口（初期救急・二次救急）とは 

・医療機関の通常診療や保健所の相談が利用できない夜間・休日に、精神科救急医療専用の窓口が開設されます。 

・精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化などにより、早急に適切な医療を必要とする精神科救急患者等の相談 

に応じ、精神科医療機関の紹介や情報提供を行います。 

・原則、相談者（家族）が病院へ搬送します。入院となるか否かは診察の状況によります。 

・初期救急の状態 ： 精神症状の悪化により、外来診療のみで入院を要しない者（自傷他害の恐れのない者） 

・二次救急の状態 ： 精神症状の悪化により、医療保護入院相当等を要する者（自傷他害の恐れのない者） 

※ご本人やご家族から詳しいお話をうかがい、状況によっては、紹介に至らない場合もあります。 

 

★２ 警察官通報（三次救急）とは 

・警察官から通報があった者のうち、精神症状による自傷他害の恐れがある者について、輪番病院において措置 

診察が行われます。 

・行政が対応し搬送します。（警察官通報を契機とした措置入院は行政処分にあたります） 

・警察官通報の状態 ： 精神症状のために自身を傷つけ、または、他人に害を及ぼす具体的行為、または、その 

恐れがあると警察官により判断される状態 

 

https://3.bp.blogspot.com/-wIyw0TKByCo/VlAZDE1qQXI/AAAAAAAA03s/WbZLC0kSTHI/s800/job_police_man.png
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県の保健所（保健福祉事務所・保健福祉センター等）一覧  
機関名 電話 主な所管区域 

平塚保健福祉事務所 0463(32)0130 平塚市、大磯町、二宮町 

秦野センター 0463(82)1428 秦野市、伊勢原市 

茅ケ崎支所 0467(85)1173 寒川町 

鎌倉保健福祉事務所 0467(24)3900 鎌倉市、逗子市、葉山町 

三崎センター 046(882)6811 三浦市 

小田原保健福祉事務所 0465(32)8000 小田原市、箱根町、真鶴町、湯河原町 

足柄上センター 0465(83)5111 南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町 

厚木保健福祉事務所 046(224)1111 厚木市、海老名市、座間市、愛川町、清川村 

大和センター 046(261)2948 大和市、綾瀬市 

 

政令市等の保健所（保健福祉センター等）一覧 

機関名 電話 

横浜市 

鶴見福祉保健センター 045-510-1818 

神奈川福祉保健センター 045-411-7171 

西福祉保健センター 045-320-8484 

中福祉保健センター 045-224-8181 

南福祉保健センター 045-341-1212 

港南福祉保健センター 045-847-8484 

保土ケ谷福祉保健センター 045-334-6262 

旭福祉保健センター 045-954-6161 

磯子福祉保健センター 045-750-2323 

金沢福祉保健センター 045-788-7878 

港北福祉保健センター 045-540-2323 

緑福祉保健センター 045-930-2323 

青葉福祉保健センター 045-978-2323 

都筑福祉保健センター 045-948-2323 

戸塚福祉保健センター 045-866-8484 

栄福祉保健センター 045-894-8181 

泉福祉保健センター 045-800-2323 

瀬谷福祉保健センター 045-367-5656 

川崎市 

川崎区役所地域みまもり支援センター 044-201-3113 

幸区役所地域みまもり支援センター 044-556-6666 

中原区役所地域みまもり支援センター 044-744-3113 

高津区役所地域みまもり支援センター 044-861-3113 

宮前区役所地域みまもり支援センター 044-856-3113 

多摩区役所地域みまもり支援センター 044-935-3113 

麻生区役所地域みまもり支援センター 044-965-5156 

相模原市 相模原市保健所 042-754-1111 

横須賀市 横須賀市保健所 046-822-4300 

藤沢市 藤沢市保健所 0466-25-1111 

茅ヶ崎市 茅ヶ崎市保健所 0467-85-1171 

警察署一覧 
警察署名 電話番号  警察署名 電話番号 

ア

行 

青葉警察署 045(972)0110  

タ

行 

田浦警察署 046(861)0110 

麻生警察署 044(951)0110  高津警察署 044(822)0110 

旭警察署 045(361)0110  多摩警察署 044(922)0110 

厚木警察署 046(223)0110  茅ケ崎警察署 0467(82)0110 

泉警察署 045(805)0110  津久井警察署 042(780)0110 

伊勢佐木警察署 045(231)0110  都筑警察署 045(949)0110 

伊勢原警察署 0463(94)0110  鶴見警察署 045(504)0110 

磯子警察署 045(761)0110  戸塚警察署 045(862)0110 

浦賀警察署 046(844)0110  戸部警察署 045(324)0110 

海老名警察署 046(232)0110  ナ 中原警察署 044(722)0110 

大磯警察署 0463(72)0110  

ハ

行 

秦野警察署 0463(83)0110 

大船警察署 0467(46)0110  葉山警察署 046(876)0110 

小田原警察署 0465(32)0110  平塚警察署 0463(31)0110 

カ

行 

加賀町警察署 045(641)0110  藤沢警察署 0466(24)0110 

神奈川警察署 045(441)0110  藤沢北警察署 0466(45)0110 

金沢警察署 045(782)0110  保土ケ谷警察署 045(335)0110 

鎌倉警察署 0467(23)0110  

マ

行 

松田警察署 0465(82)0110 

川崎警察署 044(222)0110  三崎警察署 046(881)0110 

川崎臨港警察署 044(266)0110  緑警察署 045(932)0110 

港南警察署 045(842)0110  南警察署 045(742)0110 

港北警察署 045(546)0110  宮前警察署 044(853)0110 

サ

行 

幸警察署 044(548)0110  

ヤ

行 

山手警察署 045(623)0110 

栄警察署 045(894)0110  大和警察署 046(261)0110 

相模原警察署 042(754)0110  横須賀警察署 046(822)0110 

相模原北警察署 042(700)0110  横浜水上警察署 045(212)0110 

相模原南警察署 042(749)0110     

座間警察署 046(256)0110     

逗子警察署 046(871)0110     

瀬谷警察署 045(366)0110     

 

 

 

 



所属校の関係する外部連携先一覧 

※所属校が関係する児童相談所、デイサービス、特別支援学校など記入してご活用ください 
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